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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２３年３月１１日（金）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　４時３１分　散会

１．場所

大会議室

１．出席委員
委 員 長 三好義治  副委員長 村上英明  委　　員 川端福江
委　　員 三宅秀明  委　　員 上村高義  委　　員 野口　博

１．欠席委員
なし

　　　　
１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 副市長　小野吉孝
市長公室長　羽原　修 同室次長　山本和憲
同室参事兼秘書課長　井口久和　　政策推進課長　山口　猛
同課参事　小矢田博子 人事課長　石原幸一郎
人権室人権推進課長　林　彰彦　　　同課参事　中村実彦
人権室女性政策課長　牛渡長子
総務部長　有山　泉 同部次長兼財政課長　北野人士
同部参事兼総務防災課長　布川　博　　同部参事兼法制文書課長　奥　幸市
情報政策課長　柳瀬哲宏 市民税課長　川﨑敏康　　　
固定資産税課長　中西利之 納税課長　野村眞二 工事検査室長　宮木茂実
会計管理者　寺西義隆
監査委員、選挙管理・公平・固定資産評価審査委員会事務局長　寺本敏彦
同局局次長　豊田拓夫
消防長　北居　一 消防本部理事　浜崎健児
同本部参事兼警備第１課長　本山　勝
同本部総務課長　熊野　誠 同課参事　明原　修 予防課長　森　一男
警備第１課参事　納家浩二 警備第２課長　樋上繁昭 同課参事　堤　仁志

１．出席した議会事務局職員
事務局長　野杁雄三 同局参事　池上　彰

１．審査案件（審査順）
　　議案第　１号　平成２３年度摂津市一般会計予算所管分
議案第　９号　平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分

　　議案第　４号　平成２３年度摂津市財産区財産特別会計予算
議案第２１号　摂津市職員定数条例の一部を改正する条例制定の件
議案第２３号　摂津市職員の管理職手当に関する条例及び一般職の職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前１０時　開会）

○三好義治委員長　ただいまから総務常

任委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。先日

来、各会派の代表質問等、大変ご苦労さ

までございます。また、引き続きまして、

きょうは委員会をお持ちいただきまして、

大変ありがとうございます。

　本日は、過日の本会議で当委員会に付

託されました所管分について、ご審査を

いただきますけれども、どうぞ慎重審議

の上、ご可決賜りますよう、よろしくお

願いいたします。

　一たん退席をさせていただきます。

○三好義治委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は上村委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○三好義治委員長　再開いたします。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　有山総務部長。

○有山総務部長　議案第１号　平成２３

年度摂津市一般会計当初予算のうち総務

部等にかかる部分につきまして、目を追っ

て主なものの補足説明をさせていただき

ます。

　まず、歳入でございますが、２０ペー

ジ、款１、市税、項１、市民税、目１、

個人は、前年度に比べ４億７００万円減

となっております。これは給与収入総額

の減少などにより、個人市民税の減額が

見込まれるものでございます。

　目２、法人は前年度に比べ６億２６０

万円の増となっております。これは市内

企業の収益減少が底を打ち、緩やかに増

加することが見込まれることにより、法

人税割りが増額となるものでございます。

　項２、固定資産税、目１、固定資産税

は、前年度に比べ４，９００万円の増と

なっております。これは家屋の新増築に

よる、増加によるものでございます。

　目２、国有資産等所在市町村交付金及

び納付金は、前年度に比べ１００万円の

増となっております。

　項３、軽自動車税は、前年度に比べ３

８０万円の増となっております。

　２２ページ、項４、市たばこ税は、前

年度に比べ１億１，０００万円の増となっ

ております。

　項５、都市計画税は、前年度に比べ３

００万円の増となっております。

　款２、地方譲与税、項１、地方揮発油

譲与税は前年度と同額を計上いたしてお

ります。

　項２、自動車重量譲与税は、前年度に

比べ１，３００万円の減となっておりま

す。

　２４ページ、款３、利子割交付金は前

年度に比べ２，１００万円の減となって

おります。

　款４、配当割交付金は、前年度に比べ

８００万円の増となっております。

　款５、株式譲渡所得割交付金は、前年

度に比べ３００万円の増となっておりま

す。

　款６、地方消費税交付金は、前年度に

比べ１，０００万円の増となっておりま
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す。

　２６ページ、款７、ゴルフ場利用税交

付金は、前年度に比べ２０万円の減となっ

ております。

　款８、自動車取得税交付金、項１、自

動車取得税交付金、目１、自動車取得税

交付金は、前年に比べ３，０００万円の

減となっております。

　目２、旧法による自動車取得税交付金

は、前年度と同額を計上いたしておりま

す。

　款９、地方特例交付金は、前年度に比

べ１，６００万円の増となっております。

　款１０、地方交付税は、前年度に比べ

４，０００万円の減となっております。

　２８ページ、款１１、交通安全対策特

別交付金は、前年度に比べ１００万円の

減となっております。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目１、総務使用料は庁舎施設等使

用料を計上いたしております。

　次に、３２ページ、項２、手数料、目

１、総務手数料では、税務諸証明手数料

及び税務督促手数料を計上いたしており

ます。

　続きまして、４０ページをごらんいた

だきたいと存じます。款１５、府支出金、

項２、府補助金、目１、総務費府補助金

では、総合相談事業交付金、緊急雇用創

出基金事業補助金及びふるさと雇用再生

特別基金事業補助金を計上いたしており

ます。

　次に、４８ページをごらんいただきた

いと存じます。款１５、府支出金、項３、

委託金、目１、総務費委託金では、府税

徴収事務委託金を計上いたしております。

　５０ページ、款１６、財産収入、項１、

財産運用収入、目１、財産貸付収入は土

地貸付収入を計上いたしております。

　目２、利子及び配当金は各種基金利子

を計上いたしております。

　項２、財産売払収入は土地売払収入を

計上いたしております。

　５２ページ、款１７、寄附金は前年度

と同額を計上いたしております。

　款１８、繰入金、項１、特別会計繰入

金、目１、財産特別会計繰入金は、前年

度と同額を計上いたしております。

　項２、基金繰入金、目１、財政調整基

金繰入金は、前年度に比べ２億１，０９

４万４，０００円の増となっております。

　目２、公共施設整備基金繰入金は、前

年度に比べ２億４，６００万円の減となっ

ており、千里丘三島線道路改良事業など

の財源として計上いたしております。

　５４ページ、款１９、諸収入、項１、

延滞金、加算金及び過料、目１、延滞金

は前年度に比べ１００万円の増となって

おります。

　項２、市預金利子、目１、市預金利子

は前年度に比べ２４０万円の減となって

おります。

　項３、貸付金元利収入、目３、家屋被

害復旧資金貸付金元金収入は、前年度に

比べ４，０００円の減となっております。

　項４、雑入、目１、滞納処分費は、前

年度と同額を計上いたしております。

　５６ページ、目２、雑入では財政課分

として大阪府市町村振興協会交付金を、

総務防災課分として水道事業会計からの

収入などを計上いたしております。

　続きまして、６０ページをごらんいた

だきたいと存じます。款２０、市債は、

前年度に比べ６億８，４２０万円の減と

なっております。なお、前年度に引き続

き借換債の発行の予定はございません。

本年度発行予定の市債としましては、目

１、民生債は地域福祉活動支援センター

事業債及び民間保育所施設整備事業債、

目２、衛生債は火葬炉設備改修事業債、
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目３、土木債は吹田操作場跡地まちづく

り事業債、及び市営住宅建てかえ事業債、

目４、教育債は幼稚園改修事業債及び学

童保育室施設整備事業債、目５、臨時財

政対策債は、臨時財政対策債となってお

ります。借入限度額及び借入方法につき

ましては、９ページの第３表地方債に記

載のとおりでございます。

　続きまして、歳出についてご説明申し

上げます。６６ページをごらんいただき

たいと存じます。

　款２、総務債、項１、総務管理費、目

１、一般管理費につきましては７０ペー

ジまで記載のとおり、そのほとんどが内

部管理事務の執行経費でございます。

　７０ページ、目２、文書広報費は文書

の郵送や印刷などにかかる経費を計上い

たしております。

　７２ページ、目３、会計管理費は会計

室にかかる事務執行経費を計上いたして

おります。

　目４、財産管理費は、庁舎や集会所に

かかる維持管理経費などを計上いたして

おります。

　７４ページ、目５、車両管理費は、公

用車両の事故にかかる賠償金を計上いた

しております。

　７６ページ、目１０、電子計算費は、

庁内の電子計算処理経費を計上いたして

おります。

　８２ページ、目１７、財政調整基金費、

目１８、公共施設整備基金費及び目１９、

減債基金費は、それぞれの基金利子を積

み立てるものでございます。

　項２、徴税費、目１、税務総務費及び

８６ページ、目２、賦課徴収費につきま

しては、税務事務にかかる執行経費を計

上いたしております。

　続きまして、１６０ページをごらんい

ただきたいと存じ上げます。款８、消防

費、項１、消防費、目４、災害対策費は、

各種備蓄備品や防災演習にかかる経費な

どを計上いたしております。

　次に、１９４ページをごらんいただき

たいと存じます。款１０、公債費、項１、

公債費、目１、元金は前年度に比べ５，

８３０万９，０００円の増となっており

ます。

　目２、利子は、前年度に比べ５，６８

２万４，０００円の減となっております。

　款１２、予備費は、前年度と同額を計

上いたしております。

　以上、平成２３年度摂津市一般会計当

初予算の補足説明とさせていただきます。

○三好義治委員長　羽原公室長。

○羽原市長公室長　それでは、議案第１

号、平成２３年度摂津市一般会計当初予

算のうち市長公室にかかる部分につきま

して、目を追って、その主なものについ

て補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、一般会計

当初予算書の３８ページ、款１４、国庫

支出金、項３、委託金、目１、総務費委

託金では、経済センサス活動調査にかか

る統計調査費委託金を計上いたしており

ます。

　４０ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金では、

総合相談事業交付金のうち人権問題につ

いての相談業務にかかる交付金として１

４５万６，０００円を、次ページ、４１

ページには大阪府からの権限移譲交付金

として３，６５０万円を計上いたしてお

ります。

　４８ページ、款１５、府支出金、項３、

委託金、目１、総務費委託金では、人権

啓発の事業にかかる人権啓発活動委託金

を計上いたしております。

　５６ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入では広報紙及びホーム
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ページへの広告掲載料、退職者の水道部

での在職期間に応じ、水道事業会計から

収入する退職手当水道事業会計負担金、

大阪府後期高齢者医療広域連合からの派

遣職員給与等負担金、臨時非常勤職員等

雇用保険個人掛金などを計上いたしてお

ります。

　次に、歳出でございますが、６６ペー

ジをごらんください。款２、総務費、項

１、総務管理費、目１、一般管理費では、

秘書業務をはじめとする市長公室各課に

かかわります事務執行経費のほか、人事

課で所管しております職員研修、労働安

全、職員健康管理、職員厚生会関係など

の予算を計上いたしております。

　７０ページ、目２、文書広報費では、

広報せっつの編集、発行、配布にかかる

経費のほか、ホームページの管理運営に

かかる経費などを計上いたしております。

　７４ページ、目６、企画費では、政策

推進課にかかる事務経費を計上いたして

おります。前年度と比較いたしまして、

８４２万４，０００円の減額となってお

りますが、この主な要因は、第４次総合

計画策定にかかる策定支援委託料や、総

合計画審議会にかかる経費等の減による

ものでございます。

　７８ページ、目１２、女性政策費では

男女共同参画社会を目指すための経費な

どを計上いたしております。前年度と比

較いたしまして８０万２，０００円の減

額となっておりますが、この主な要因は

男女平等に関する市民意識調査委託料の

減額によるものでございます。

　同ページ、目１３、男女共同参画セン

ター費では、男女共同参画センター運営

のほか、相談業務や講座開催に要する経

費などを計上いたしております。前年度

と比較いたしまして４９２万４，０００

円の減額となっておりますが、この主な

要因はコミュニティプラザ内に移転した

ことなどによる施設管理経費の減による

ものでございます。

　８２ページ、目１６、諸費では、人権

啓発推進事業や平和事業の経費などを計

上いたしております。

　次に、人件費にかかる予算でございま

すが、２００ページからの給与費明細書

をご参照ください。平成２３年度当初予

算の給与費は、特別職にかかる予算とし

て５億１，７６２万３，０００円、一般

職にかかる予算として５２億９，２１７

万４，０００円、総額５８億９７９万７，

０００円を計上いたしております。前年

度当初予算と比較いたしますと、１５．

１％、１０億３，０６７万６，０００円

の減額となっております。これらの給与

費の関係予算は、それぞれの予算科目に

計上いたしておりますが、それぞれの合

計といたしまして、報酬が３億２１２万

円、給料が２３億７，９０９万８，００

０円、職員手当が２２億３，９２３万円、

共済費が８億８，９３４万９，０００円

となっております。

　次に、一般職の給与費の主な増減につ

いて、ご説明を申し上げます。一般職の

給与費全体では１１億２３０万１，００

０円の減額となっておりますが、この要

因は給料で１億４，５６２万６，０００

円、職員手当で８億６，０２４万３，０

００円、共済費で９，６４３万２，００

０円、それぞれ減額なったことによるも

のでございます。

　また、それぞれの内訳といたしまして

は、給料の減額は普通昇給分として１，

０２９万２，０００円の増額となったも

のの、給与改定に伴い２２６万５，００

０円、採用退職等の職員の移動などによ

り１億５，３６５万３，０００円が減額

となったことによるものでございます。
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職員手当の減額は、制度改正に伴う分と

して、課長代理に管理職手当を支給する

ことなどより管理職手当で１，１１１万

８，０００円増加したものの、役付職員

手当の廃止に伴い、特殊勤務手当で２４

８万４，０００円の減額となったほか、

期末手当で４，０１９万６，０００円、

勤勉手当で１，２２２万１，０００円の

減額となるとともに、その他の増減分と

して退職手当で６億９，９６４万５，０

００円の大幅な減額となるほか、住居手

当以外のすべての手当で減額となったこ

とによるものでございます。共済費の減

額は、採用退職等の職員の異動によるも

のでございます。

　以上、議案第１号、平成２３年度摂津

市一般会計当初予算の補足説明とさせて

いただきます。

○三好義治委員長　北居消防長。

○北居消防長　それでは、議案第１号、

平成２３年度摂津市一般会計当初予算の

うち消防本部にかかる事項につきまして、

目を追って、その主なものについて補足

説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、予算書３

４ページをお開き願います。款１３、使

用料及び手数料、項２、手数料、目５、

消防手数料は、危険物設置許可等手数料

及びり災等の証明書発行に伴う手数料で

ございます。

　４６ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目７、消防費府補助金は、大

阪航空消防運営費補助金でございます。

　５８ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入は、消防団員退職報償

費及び近畿道救急業務実施市町村交付金

が主なものでございます。

　次に、歳出でございますが、概要につ

きましては、予算概要９６ページから１

００ページにかけ記載しておりますので、

あわせてご参照願います。

　予算書１５４ページをお開き願います。

款８、消防費、項１、消防費、目１、常

備消防費は７億８，８７７万円で、前年

と比較して４．６％、３，８３０万５，

０００円の減少となっております。

　１５６ページ、賃金は１名の臨時職員

賃金でございます。旅費は大阪府立消防

学校等への職員研修派遣にかかる普通旅

費などでございます。需用費は消防活動

業務用品、職員の貸与被服及び緊急情報

システム交換物品等の購入並びに消防車

両、消防庁舎の修繕等維持管理経費でご

ざいます。役務費は、一般加入回線、専

用回線及び携帯電話代等の通信運搬費、

消防活動用ボンベ検査等の手数料並びに

車両の保険料などでございます。委託料

は消防庁舎の清掃、庁舎設備等の保守管

理、緊急情報システム等保守管理委託の

ほか、消防救急無線のデジタル化へ向け

ての電波伝搬調査などの委託でございま

す。

　１５８ページ、使用料及び賃借料は、

消防本部庁舎の土地借り上げ、仮眠用寝

具借り上げなどでございます。備品購入

費は、空気呼吸器用ボンベの更新にかか

る経費などでございます。負担金補助及

び交付金は、消防ヘリコプター運営にか

かる負担金、消火栓新設修理負担金及び

救急救命士養成等の職員教育派遣負担金

並びに救急安心センター負担金などでご

ざいます。

　続きまして、目２、非常備消防費は３，

５６６万２，０００円で、前年と比較し

て３３．７％、１，８１１万６，０００

円の減少となっております。報酬は基本

団員に支給する消防団員報酬でございま

す。報償費は退職消防団員に対する報償

金でございます。旅費は火災出動及び訓

練、並びに歳末非常警戒等の費用弁償で
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ございます。需用費は消防団員の貸与被

服及び消防団活動用品の購入、並びに分

団配備の消防車両２９台及び小型動力ポ

ンプ２２台の維持補修などでございます。

１６０ページ、負担金補助及び交付金は、

消防団員等公務災害補償等共済基金の掛

金、地域からの要望を勘案し地域との協

働を、より強力に推進するために大幅に

増額して計上いたしました消防団屯所の

補修等に対する消防施設整備費補助金な

どでございます。

　以上、消防本部所管分の補足説明とさ

せていただきます。

　次に、議案第９号、平成２２年度摂津

市一般会計補正予算（第５号）のうち、

消防本部にかかる事項につきまして、そ

の主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。

　歳出でございますが、補正予算書の６

４ページをお開き願います。款８、消防

費、項１、消防費、目１、常備消防費の

賃金は臨時職員１名にかかる賃金の執行

差金、備品購入費は、携帯ＩＰ電話発信

位置情報通知システム導入の入札に伴う

執行差金でございます。負担金補助及び

交付金は、救急救命士の追加研修負担金

等の執行差金を減額いたすものでござい

ます。

　目２、非常備消防費、報酬は機能別団

員が消防団員報酬を辞退されことにより

減額いたすものでございます。工事請負

費及び備品購入費は、摂津市第３分団の

消防ポンプ自動車購入にかかる執行差金

を減額いたすものでございます。負担金

補助及び交付金は、消防大学校団長科入

校に当たって、財団法人大阪府消防協会

が入校経費を負担したため未執行となっ

た経費を減額いたすものでございます。

　以上、補正予算のうち消防本部所管分

の補足説明とさせていただきます。

○三好義治委員長　寺本監査委員・選挙

管理・公平・固定資産評価審査委員会事

務局長

○寺本監査委員・選挙管理・公平・固定

資産評価審査委員会事務局長　それでは、

議案第１号、平成２３年度摂津市一般会

計予算のうち公平委員会、固定資産評価

審査委員会、選挙管理委員会、監査委員

事務局にかかります項目につきまして、

目を追って補足説明をさせていただきま

す。

　まず、歳入でございますが、４８ペー

ジの款１５、府支出金、項３、委託金、

目１、総務費委託金の選挙費委託金は、

４月１０日執行の大阪府議会議員選挙と

平成２４年２月５日に任期満了となりま

す大阪府知事選挙にかかります委託金で

ございます。

　続きまして、歳出でございますが、７

６ページ、款２、総務費、項１、総務管

理費、目８、公平委員会費及び目９、固

定資産評価審査委員会費につきましては、

委員報酬、旅費などの管理運営経費でご

ざいます。

　次に９０ページの款２、総務費、項４、

選挙費、目１、選挙管理委員会費につき

ましては、委員報酬、旅費などの経常的

な管理運営経費でございます。

　目２、府議会議員選挙費は、大阪府議

会議員選挙にかかる経費で、主なものと

いたしましては、従事者の人件費、臨時

職員の賃金、ポスター掲示場撤去委託料

及び選挙器具購入費等となっております。

　９２ページでございます。目３、府知

事選挙費は大阪府知事選挙にかかる経費

で、主なものといたしましては、従事者

の人件費、入場整理券の印刷代、発送料、

ポスター掲示場設営、撤去委託料及び期

日前投票所管理等委託料等となっており

ます。
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　目４、農業委員会選挙費は、農業委員

会選挙にかかる経費で、主なものといた

しましては、従事者の人件費、入場整理

券の印刷代、及び発送料等となっており

ます。

　次に、９６ページの款２、総務費、項

６、監査委員費、目１、監査委員費につ

きましては、委員報酬、旅費などの管理

運営経費でございます。

　以上、予算の補足説明とさせていただ

きます。

　続きまして、議案第９号平成２２年度

摂津市一般会計補正予算（第５号）のう

ち、公平委員会、固定資産評価審査委員

会、選挙管理委員会、監査員事務局にか

かります項目につきまして、補足説明を

させていただきます。

　まず、歳入でございますが、２０ペー

ジの款１４、国庫支出金、項３、委託金、

目１、総務費委託金の選挙費委託金は、

平成２２年７月１１日執行の参議院議員

通常選挙に伴います委託金の確定により

減額するものでございます。

　歳出の３４ページ、款２、総務費、項

１、総務管理費、目８、公平委員会費及

び３６ページ、目９、固定資産評価審査

委員会費につきましては報酬、旅費など

の管理経費の精査に伴い減額するもので

ございます。

　４２ページの款２、総務費、項４、選

挙費、目１、選挙管理委員会費につきま

しても、旅費、需用費などの管理経費の

精査に伴い減額するものでございます。

　目３、参議院議員通常選挙費につきま

しては、人件費、委託料等の執行経費が

確定したことに伴い減額をするものでご

ざいます。

　４４ページ、款２、総務費、項６、監

査委員費、目１、監査委員費につきまし

ては、旅費、需用費などの管理経費の精

査に伴い減額するものでございます。

　以上、補正予算の補足説明とさせてい

ただきます。

○三好義治委員長　説明が終わり、質疑

に入りますが、質問者、できるだけペー

ジを明確に言って、質疑を行っていただ

きたいと思います。

　それでは、質疑に入ります。

　川端委員。

○川端福江委員　おはようございます。

　それでは、質問をさせていただきます。

予算書の４３ページであります款１５、

府支出金、項２、府補助金、目１、総務

費の府補助金の分で、権限移譲の交付金

の件であります。この権限移譲交付金に

ついてお伺いさせていただきたいと思い

ます。

　大阪府からは平成２２年度から２４年

度までの３か年で全市町に特例市並みの

権限移譲を目指すということで１０２項

目の事務が提示をされております。本市

の規模、人員等、各移譲事務の内容など

で検討されて、そのうち４７項目につい

て移譲を受けるといいますか、そういっ

た計画案が平成２２年３月に策定をされ

ております。そういった観点から、この

４７項目に対する財源ですね、この特別

交付金として３，６５０万円ということ

でありますけれども、全体の流れといい

ますか、そういったことをお聞かせいた

だきたいと思います。

　それと、この権限移譲を受けるに当た

りまして、その事務量も増加をいたしま

す。職員の体制は大丈夫なのかというこ

とで、その件もお答えをいただきたいと

思います。

　次に、８７ページの総務費ですね、項

２、徴収費、目２、賦課徴収費で、委託

料の分でありますけれども、電話催告等

業務委託料１，６０４万３，０００円と

－8－



いうことで計上されておりますけれども、

滞納者に電話で催促等の、そういった電

話業務ではあると思いますけれども、中

身について、もう少し詳しく教えていた

だきたいと思います。

　次に、１５９ページの款８、消防費、

項１、消防費、目１、常備消防費ですね、

負担金補助及び交付金というところであ

りますけれども、救急救命士研修負担金

であります１０４万円ですね、計上され

ておりますけれども、救命率向上のため

に、この救急救命士及び気管挿管認定者

といいますか、さらなる充実を図って、

この救命活動能力のレベルアップを図ら

れていると思いますけれども、どのよう

に図られるのかですね、また、救命士の

養成、実技の実習についてもお聞かせい

ただきたいと思います。

　それと、同じくその下の安心センター

の負担金ですね、１７８万円が計上され

ております。これは携帯電話等などから

２４時間、３６５日体制で救急医療相談

に対応できるというものでありますけれ

ども、以前もお聞かせいただいたと思い

ますけれども、現況について、もうちょっ

と詳しく教えていただきたいと思います。

　次に、予算概要です。１０ページ。款

２、総務費、項１、総務管理費、目１、

一般管理費の人事課の分でありまして、

創造的人材育成事業ということで４６５

万１，０００円計上されております。こ

れは主要事業でも載っているものであり

ますけれども、備考には人材育成のため

の体系的な研修の実施とありますけれど

も、詳細に教えていただきたいと思いま

す。

　それと、１６ページですね。款２、総

務費、項１、総務管理費、目４、財産管

理費、総務防災課の市立集会所管理事業

でありますが９２５万３，０００円が計

上されております。現在、集会所は、こ

れは本会議の代表質問等でも質問があり

ましたけれども、あえて、もう一度質問

をさせていただきたいと思います。現在

ある集会所も本当に老朽化が進んでいる

のは周知の事実だと思いますけれども、

今後、再編も含めて集会所を、どう活用

するのかということで、お聞かせをいた

だきたいと思います。

　それと１８ページ、款２、総務費、項

１、総務管理費、目６、企画費というこ

とで、政策推進課のほうで総合計画推進

事業であります。３６４万４，０００円

が計上されておりますけれども、これも

主要事業の一覧にもありましたが、この

第４次総合計画の進捗管理、また、推進

会議、庁内会議の運営とありますけれど

も、もう少し詳しく教えていただきたい

と思います。

　それと２２ページ、款２、総務費、項

１、総務管理費、目１３、男女共同参画

センター費の中の男女共同参画センター

講座開催事業であります。市民団体のコ

ラボレーションによる啓発事業を行うと

いうのも、これも主要事業の一覧にも載っ

ておりましたけれども、今後の方向性で

すね、また、考え方についてお聞かせい

ただきたいと思います。それに関連して

ですけれども、女性リーダーの育成とい

うことで、この女性大学開催事業の役割

を明確にして、卒業生を人材としての活

用や、また、女性リーダーの育成機関、

及び行政の人材育成機関とするべきでは

ないかなと。この女性大学の分に関しま

しては、また、地域においても、その活

動の場を設けて、それぞれの活動がわか

るように積極的に推進をしていただきた

いと考えておりますけれども、その点に

ついても考え方をお聞かせいただきたい

と思います。
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　次に１０２ページ、款８、消防費、項

１、消防費、目４、災害対策費の総務防

災課で、自主防災組織支援事業とありま

す。６０万円が計上されておりますけれ

ども、この自主防災が今、各地で立ち上

がり、また、防災訓練も市民の皆さんに

ご参加をいただいておりますけれども、

参加数の経緯について、また、内容もわ

かれば教えていただきたいと思います。

　それと、これは主要事業の一覧の中で

ありますけれども、２１ページに行財政

改革推進事業ということについてであり

ます。この第４次行財政改革の理念とし

て掲げる、５本の柱を明確に、また、常

に市民の目線に立って最小の経費で市民

満足度が高められるように費用対効果を

検証して、より効率的な、また、効果的

なサービスが実現できるように努力され

ていると思いますけれども、平成２３年

度の予算の方針についてお聞かせをいた

だきたいと思います。

○三好義治委員長　それでは、答弁を求

めます。質問の順番によって当てていき

ます。山口課長。

○山口政策推進課長　それでは、川端委

員の政策推進課にかかわります質問のう

ち、権限移譲交付金、権限移譲に関する

こと。それから、総合計画推進事業に関

する２点についてお答えしたいと思いま

す。

　まず、予算書４３ページの権限移譲交

付金でございますけれども、これにつき

ましては、権限移譲推進特別交付金とい

たしまして３，６５０万円の予算を政策

推進課のほうで組んでおります。この交

付金の内容といたしましては、大阪府の

特例市並みの権限移譲を推進するための

市町村の支援ということで、市町村の組

織体制の強化でございますとか、人材の

育成、それから、大阪府におけるいろん

な説明会でありますとか、研修の出席費

用でありますとか、いわゆる権限移譲を

受けるに当たっての準備経費、体制、人

件費も含めた部分として移譲の項目数、

それから事務の難易度等を勘案いたしま

して、一般市でございましたら１億円以

内ということで、交付をされるものでご

ざいます。移譲項目数については、市政

方針、それから代表質問等で５０項目と

申しておりました。先ほど、川端委員が

おっしゃいました４７項目と申しますの

は、去年の３月時点での権限移譲計画の

ときに４７という数字を出させていただ

きましたけれども、それ以後、大阪府の

ほうで一つの事務に枝番をふりまして、

例えば１０番の１、１０番の２というこ

とで、項目数を割った関係で５０項目と

いうことになっておりますけれども、基

本は４７でございまして、それに基づい

て今年度、約３７事務ですね、平成２３

年度で受けることになります。来年度１

３事務、それから、１０２項目以外で１

５項目、留保されておった事務について、

どうですとかいうご提示がありましたの

で、３７に２を足して合計３９事務、枝

番を含めて、受けることにしております。

　平成２４年度が１３事務ということで、

それを計算式に従いまして計算しました

ところ、３９事務にかかるものが３，６

５０万円というふうなことになってござ

います。あくまでも、これにつきまして

準備経費ということで、各権限移譲の項

目によりまして福祉は福祉でありました

りとか、教育でありますとか、権限移譲、

これ特別交付金以外に権限移譲交付金と

いうものも計上されているところがござ

いますけれども、これとの違いといいま

すのは、あくまでも、今の３，６５０万

円というのは準備経費であり、その他の

項目で例えば、権限移譲交付金（市民活
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動支援課）というふうに書いておる分に

つきましては、いわゆる件数ですね、見

込みの件数かける人件費単価でもって積

算した分でありますとか、年間１事務６

時間当たりの固定経費というのが支弁さ

れます。その分でありますとか、あと初

期費用、いわゆる事務を進めるに当たっ

てロッカー代とか、いわゆる書棚とか、

そういうものの整備費用について権限移

譲を受ける科目の各節において計上した

ものでございます。

　それから、権限移譲に関する２点目、

職員体制についてはどうか、ということ

でございますけれども、本市では、この

２年間で約５０項目権限移譲を受けるわ

けでございますけれども、その基本的な

考え方としまして、これは代表質問に対

する市長からの答弁でもありましたとお

り、市民サービスや利便性の向上につな

がるもの、この事務については積極的に

移譲を受けたいというのが、市の基本方

針でございます。また、本市の規模や人

員等、各移譲事務の事務の難易度や事務

処理件数を照らし合わせて、現状の組織

機構人員等で受けられるということが、

主管課との協議の結果、大丈夫だろうと

いうものについては、原則として受けて

いこうと。ただし、新たに人員増を招く

ことが確実視されるもの、それから、新

たに組織をつくらなければならないもの。

いわゆるいろんな部門にまたがっている

部分について各担当部署ごとにやるとい

うのは、非常に非効率でございますので、

新たに部署をつくるという必要性のある

ものについては、ちょっと権限移譲につ

いては、慎重にならざるを得ないと考え

ております。

　今回、受ける項目につきましては、各

担当課と、おととし９月からヒアリング

なり、協議を重ねた結果、何とか今の人

員でいけるのではないかということで、

これは今までやったことのない事務でご

ざいますので、２３年度の検証は必要で

ございますけれども、基本的には現人員

で対処できるものというふうに考えてご

ざいます。

　２点目の総合計画推進事業でございま

す。これにつきましては、第４次総合計

画で協働によるまちづくりということで、

新しい公共という概念をご提示させてい

ただきました。この新しい公共を担うに

当たって、市民、事業者、行政、それぞ

れが自分たちの特性、これを存分に発揮

して、お互い同じ対等の立場でもって協

力していこうと、よりより摂津のために

頑張っていきましょうということで、そ

れを大きなテーマとしております。実際

に、総合計画推進事業として何をやって

いくかということでございますけれども、

まずは、この協働意識の共有化を図るた

めのルールづくり、いわゆる、その原則、

最低限守らなければならない原則は何な

のか。それから、協働の領域、いったい

どんな領域があるのか。領域といいまし

ても、例えば、公権力の行使というよう

な賦課徴収とか、こういうものもござい

ましたら、あと両極端でいいましたら、

市民の側でいったら趣味とか自分の個人

的な部分があります。その領域がいった

い、ずっときて協働の領域というのは、

どんな領域で、例えば、どんな事業があ

るのかとか、そのようなことを市民のみ

なさんも入っていただきながら会議を持っ

て共有化を図っていきたいというふうに

考えております。

　また、庁内でも若手を中心にしたワー

キングチームといいますか、そのような

ものを立ち上げて議論をし、また、市民

とも顔を会わせて議論をしていって、み

んなで共有できるものをつくり上げてい
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きたいと、このように考えております。

○三好義治委員長　野村課長。

○野村納税課長　電話催告等業務委託料

ということで、市税の納付コールセンター

の中身についてのお問いでございますが、

コールセンターにつきましては、今年度、

平成２２年８月から主に市税と国保料の

納付について納期限を過ぎても納付の確

認ができていない方々に対しまして、うっ

かり忘れ等もございますので、電話をか

けさせていただいた上で、まず、納付を

忘れていないかということの、まず確認

をさせていただくと。納付いただいてい

て、電話をする場合もございます。これ

は収納の確認が、金融機関が納付されて

から約２週間から３週間ぐらい、ちょっ

と時間がかかりますもので、その間で行

き違いで電話するいうこともあるんです

が、その場合は丁重におわび申し上げて

おります。

　忘れている方につきましては。納付の

ご案内ということで、納期が過ぎている

ので、納付のお願いしますという案内を

させてもらっています。その中で、期別

分を一括で支払うのが大変という方もお

られますので、その場合は、それぞれ納

税課なり国保年金課のほうに分割の相談

をしてくださいということでの早期の誘

導ですかね、そういうものも行っており

ます。

　そしてまた、それと並行しまして納付

の仕方で、口座振替という方法もござい

ますので、本市の場合、その口座振替の

向上も目指しておりますので、口座振替

の利用の勧奨というものをあわせて行っ

ているところでございます。

○三好義治委員長　熊野課長。

○熊野消防本部総務課長　それでは救命

率の向上のため救命士のレベルアップ、

そして、救急救命士の経費について、ご

説明申し上げます。

　まず、救急救命士の養成につきまして

は７か月余りの学校教育と国家試験を目

指して養成をしております。それと２番

目に救急救命士の薬剤投与講習の受講、

これは約１か月半学校で教育を受けて病

院で実習をして、本当に薬剤投与をする

実習も含めて講習を受けております。

　３番目に救急救命士の気管挿管病院実

習でございますが、これは指定された病

院で麻酔科医の指導の下、３０症例、予

定オペの方の、本当に挿管した指導の下、

実習して３０症例を修得する講習でござ

います。

　４番目に救急救命士の追加研修でござ

いますが、救急救命士として運用してい

る２年の間に受けることが必須で、三島

救命センターにおいて２４時間、４当務

研修をして、救急外来の処置室、オペ室、

ＩＣＵ、病棟などにおいて最新の医師の

治療方法とか、そういうのを学んで、そ

れとあと、薬剤と挿管に関しては医師の

直接の指示が要りますので、こういう先

生らと目の、顔のつながる関係を持ちま

して、直接指示をいただき病院での顔の

見える関係ということで、そして、救急

搬送時に的確に、そういう指示をいただ

いて、処置できるように救命士の向上に、

高度な知識と技術の向上に努め、救命率

の向上に努めている研修内容でございま

す。

○三好義治委員長　納家参事。

○納家警備第１課参事　消防署所管分の

救急安心センターの運用による本市の現

状について、お答えいたします。

　本市消防本部では平成２２年４月１日

から救急安心センター大阪の運用を開始

いたしまして、４月から１２月末日まで

の救急安心センターへの着信回数は、大

阪府全体では１４万２，４８５回、その
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うち摂津市は８８０回でありまして、救

急安心センターから救急出動判断となり、

摂津市に転送された事案は１４回であり

ました。

　運用効果としましては救急車を呼んだ

ほうがいいのかなとか、応急手当の仕方

がわからないなど、救急に関することで、

困ったときに利用することが可能であり

ます。また、２４時間３６５日体制で高

度な医療相談を実施し、緊急性の高い場

合には救急安心センターから直接、本市

消防本部に転送されまして、ワンストッ

プで救急車が出動いたします。これから

も市民の尊い命を守るため救急体制の充

実強化を図りまして、市民生活における

安心・安全の確保に努めてまいります。

○三好義治委員長　石原課長。

○石原人事課長　創造的人材育成事業の

内容についてでございますが、こちらの

ほうは職員の資質向上のための研修予算

を計上しております。平成２３年度にお

きましては、例えば、地方自治法、また、

法務能力向上研修等の法務にかかわる研

修、それと新採研修等それぞれの役割を

勉強していただく職階別の研修、また、

三つから五つぐらいの研修メニューを、

こちらのほうから用意しまして、みずか

ら選択していただくカフェテリア研修と

いうものも用意しております。内容とし

ましては、プレゼンテーション能力の向

上研修、また、折衝、交渉能力の向上研

修、マネジメントの基礎研修、そのよう

なメニューの中からみずから選んで受講

するカフェテリア研修というのも用意し

ております。

○三好義治委員長　布川参事。

○布川総務部参事　市立集会所のあり方

についてと、２点目に自主防災訓練の参

加者をふやすことと、その内容について、

ご答弁させていただきます。市立集会所

の今後のあり方ということでございます

けれども、市は以前から地元要望にこた

える形で地域の福祉、文化の向上を図る

ということで、地域のコミュニケーショ

ンの場を提供することを目的にして、か

つては建設費の一部を、大阪府の助成を

受けながら市内各地域に５１か所の市立

集会所を設置してまいりました。

　また、老人常設集会所を３９か所併設

しております。建設年数も３０年を超え

る市立集会所が３３．３％の１７か所で

ございます。２０年以下の市立集会所は

１３か所でございまして、老朽化した施

設が多く、建物の補修に多額の費用を要

しているというのが現状でございます。

　利用状況につきましても、平成１２年

からの１０年間のデータで申し上げます

と、市立集会所１か所当たり平均いたし

まして年間１６８．８回の利用でござい

ます。年間の利用が一番多い集会所では

１０年間平均になりますけれども、年間

８２１．７回、逆に一番少ない集会所で

は年間２２．９回の利用となり、約３６

倍の開きとなります。メモリアルホール

ができましたので、市立集会所での葬儀

は数えるほどになりましたけれども、全

体の利用件数は若干減少しているという

状況でございます。

　ただ、各市立集会所の利用回数の差は、

それぞれの設置年数とあまり関係がない

ように思われます。今後、市立集会所の

あり方につきましては、本市の総合計画

をもとに地域の福祉活動など、諸条件を

考慮しながら地元の要望により建設が進

められてきた経過というのもございます

ので、統廃合を含めて今後検討してまい

りたいと考えております。

　次に、自主防災訓練の参加者の経緯で

ございます。平成１９年度は２，１５９

人、平成２０年度は２，６８６人、平成
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２１年度は２，１９４人の方々が参加さ

れており、各地区、校区が２００名程度

の参加ということになります。自主防災

訓練の充実を図る手段の目的として参加

者数も一つ目安になるとは思いますが、

指導をしていただいています消防署職員

の人数、それから会場の問題などがござ

いますので、単純に参加者数をふやすと

いうことではなく、広い年齢層の参加者

に参加いただき、実技指導を受けていた

だく。それから実体験をしていただいて、

いざというときに役立つような訓練をし

ていく必要があるかと考えます。

　参加者数がふえましても、傍観者ばか

りになりますと効果が少なくなってまい

ります。せっかくの訓練でございますの

で、修得できる内容と、修得し活用でき

る市民をふやしていくということのほう

が、より重要なことかと考えております。

　また、自主防災訓練ですけれども、組

織ごとに訓練内容、それぞれ工夫をされ

ておりますが、主だった内容といたしま

しては参集訓練、それから、消火訓練、

煙体験、通報訓練、それから心肺蘇生の

訓練など、それぞれ工夫を凝らしながら

実施されております。

○三好義治委員長　牛渡課長。

○牛渡女性政策課長　それでは、女性政

策課所管分のご質問についてご答弁申し

上げます。

　まず、男女共同参画センター講座開催

事業の今後の方向性ということでござい

ましたけれども、センター主催講座につ

きましては、男女共同参画社会の実現を

目指した理念の普及のため学習機会の提

供や、情報の提供を目的といたしまして、

一定運営方針を立て、体系別に具体的な

事業を企画し、実施しております。

　ただ、市民の皆様により男女共同参画

の理念をご理解いただくためには、学ば

れた市民の皆様が、みずから気づかれた

ことをどんどんと発信していただくとい

うことが大切であると考えております。

　そこで、今年度につきましては、市民

団体との協働ということを意識いたしま

して、男女共同参画推進団体のうち、同

様の趣旨で活動されている複数団体のコ

ラボ企画を実施する予定をさせていただ

いております。

　次に、女性大学の中での人材育成と、

また、今後の活用ということでございま

すが、女性大学につきましては、女性プ

ランに掲げております主体的に行動でき

る女性の人材育成を目的といたしまして

実施しており、その後の活躍の場といた

しましては、各種審議会はもとより地域

活動や市民活動等、さまざまな活動の場

に参画をいただきたいというふうに考え

ております。平成２２年度実施の女性大

学では、入学時当初３０名の受講がござ

いまして、そのうち２４名の方が初めて

参画をいただき、また、年齢も３０代か

ら７０代までと、さまざまでございまし

た。また、現在、卒業生の一部が自分た

ちで学びを継続し、また、学んだことを

どのように発信していけるか、話し合い

を継続されておりまして、グループ化の

動きもございます。しかし、女性の社会

進出が進みまして、多様な役割を果たさ

れておりますので、女性大学そのものの

あり方につきましては、今後も工夫が必

要と考えております。

　現在、並行して市内で開催されており

ます生涯学習大学や、いきいきカレッジ、

こうしたところの運営も参考にさせてい

ただきながら、また、連携も視野に検討

を重ねてまいりたいと考えております。

○三好義治委員長　北野次長。

○北野総務部次長　私のほうから、第４

次行革の推進と平成２３年度の予算案編
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成方針の関係についてということに対し

て、お答えさせていただきます。

　まず、平成２３年度予算編成方針を策

定するに当たっては、前提がございまし

て、まず、２１年度の決算をしっかり分

析して中期の財政見通しを作成する。そ

れを踏まえて予算編成に盛り込むという

こと。もう１点目は部局長が来年の事業、

重点化する事業をプレゼンテーションを

して、その事業をしっかり見きわめた上

で、どれを重点化するのかと、そういう

ことを考えながら予算編成を作成すると

いうことでございます。ことしの予算編

成方針のポイントなんですが、四つの基

本原則ということで、先ほどお問いにあ

りました、一つは第４次行革を着実に実

施するという点でございます。

　２点目は、これは当たり前のことなん

ですが、徹底した経費節減を図るという

ことでございます。

　３点目は、新規の事業を要求するに当

たっては、基本的には代替の財源を用意

してくださいよということが、３点目で

ございます。

　４点目は、歳入の関係でございますが、

受益者負担の原則を踏まえることという

ことでございます。あと皆さん、ご存じ

のように重点化プレゼンに関連して本年

度の予算編成方針は健康、市民活動、環

境と、この３点に絞り込んで計上させて

いただいたということでございます。

○三好義治委員長　川端委員。

○川端福江委員　権限移譲の交付金の件

につきましては、よくわかりました。こ

れ本会議で代表質問でちょっと私も聞き

間違ったかもわかりませんが、確認をし

ないで来てしまいましたけれども、その

権限移譲について、その６６０人体制が

ひょっとして変更するかもしれないみた

いな増加をするかもしれないというふう

なことを、ちょっと聞いたように思いま

したので、これはやっぱり今もお話があ

りまして、この６６０人体制の中で、要

するに職員をふやしていかない方向で受

け入れるものといいますか、移譲を受け

られるものという、そういったお話も聞

かせていただきましたんで、ほっとしま

したんですよね。

　本当に、この人件費というのは行革の

中でも特にいちばん大きなウエートを占

めておりまして、職員適正数ということ

で検討に検討をして６６０人体制があり

ました。ですから、本当にこれを維持し

て、この権限移譲で受けながらも、着実

に本市としては改革を実行していってい

ただきたい。これはもう余分でございま

したので。大阪府のほうが権限移譲をし

たいというような形で、後から乗っかっ

てきた分でございますけれども、もうそ

のことを十分に、また、重々にお願いを

しておきたいなと思います。

　また、特に、その財源の点で一般市が

１億円をみているということでありまし

たけれども、移譲を受けて、その分が財

源不足であれば、大阪府に申し入れをす

るぐらいの思いで、本当にそのまま受け

入れるだけではなくて、強い姿勢を持っ

て対処もしていっていただきたいなと思

います。

　どちらにしましても、この権限移譲に

よって市民サービスが低下をしないよう

にということを、私は申し上げたいと思

いますので、よろしくお願いをしたいと

思います。

　それと、電話催告の件でありますけれ

ども、今もお話がありました。本当にうっ

かりという方もおられるかもわかりませ

んけれども、お話の中にもありましたけ

れども、本当に、そういう、ある意味で、

よんどころない事情があるかもわかりま
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せんけれども、この不誠実といいますか、

そういった未納者の方については平等の

観点からもしっかりと税を支払っていた

だく、納税をしていただくということで、

その対応方を今後もよろしくお願いをし

たいと思います。

　それと、消防のほうでありますけれど

も、救急救命士の研修の負担ということ

で、今さまざまにお話を聞かせていただ

いて、いろんな形で勉強をされている、

実技の実習に取り組んでおられるという

のは、よくわかりました。さらに市民の

安心・安全のためにご努力をよろしくお

願いしたいと思います。

　救急安心センターの負担金の分ですね、

これもいっとき質問もさせていただいた

こともありましたけれども、今、いよい

よスタートをしまして、平成２２年４月

１日からということで聞かせていただい

て、かなり救急安心センター大阪に電話

を、♯７１１９ですかね、電話をされて

いる方がいらっしゃるということで本当

に、その電話をすれば医師等で相談がで

きるし、また、重症者の早期発見、そう

いった救護も可能になるわけでございま

して、市民のさらなる安心のために、ま

た、よろしくお願いしたいと思います。

　全部、要望でございます。

　予算概要の分ですけれども、創造的人

材育成事業であります。この第４次総合

計画のテーマである協働についての理解

を、職員の資質等で、さまざまに職階別

の研修もされて、カフェテリアというん

ですね、さまざまな、みずから研修の内

容も選べるようなというところで、そう

いう人材育成を図られているということ

であります。

　本当に、この人材育成は急務でありま

して、団塊の世代等で職員も減ってきま

すし、また、いろんな形で、そういった

厳しい面もあると思いますので、本当に

創造的人材育成事業となっておりますの

で、この内容にふさわしく、さらに人材

育成のための研修の実施を重ねてお願い

をしておきたいと思います。

　それと市立集会所の件ですね、今もお

話をしていただきました。維持をするた

めの諸経費も要るわけですし、そういっ

たことを考え合わせれば、その統廃合と

いうことも考えないといけないと思うん

です。先ほどもおっしゃっていただきま

した、地域の実情に応じた、私はコミュ

ニティセンターとしての考えもね、どう

かなと思いますので、視野に入れていた

だいて、ぜひ今後、また検討もしていた

だきたいなと思いますので、要望いたし

ますので、よろしくお願いいたします。

　あと総合計画の推進事業でありますけ

れども、協働の領域をともに考えるとい

うことで市民、職員ともどもにというこ

とであります。主要事業の１ページのと

ころにもありましたが、ぜひ、いろんな

形で、これからともに市民との接触とい

いますか、そういったとも考えていただ

きながら、この総合計画を、さらに粛々

と進めていただけたらなと思いますので、

よろしくお願いいたします。

　あと男女共同参画センターの講座開催

の分でありますけれども、この市民活動

団体とのコラボレーションというのはど

うかなと思ったんですけれども、今、お

聞かせをいただきました。本当に大事な

点でもありますし、さらにコミュニティ

センターに移りましてですけれども、こ

の男女共同の、その思いがさらにもっと

もっと定着するような形でご努力をお願

いしたいなと思います。

　女性大学開催の分でありますけれども、

本当に受講された方々が自分たちで、そ

ういういろいろ考えられたり、また、グ
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ループを考えられているということで、

すごくうれしく思いますけれども、本当

に、いろんな形で研修や、また、講座を

受けられた方々にもっと活躍の場を持っ

ていただければなという思いでおります

ので、その点もあわせてよろしくお願い

したいと思います。

　あと自主防災組織の支援でありますけ

れども、今も詳しくお答えをいただきま

した。本当に皆さんのご協力がなければ、

そういう自主防災の訓練等に来ていただ

かなければ始まらないことでありますけ

れども、一人でも多くの方が来ていただ

いて、また、内容も本当に目新しいとい

う、そういったものもないでしょうけれ

ども、それをやっぱり重ねていく中で防

災の意識が芽生えてくるとも思います。

　もう１点、これ消防団の団長さんが持っ

ておられるということで、防災用無線と

いうことがありますけれども、その無線

を消防団の団長だけ持っていらっしゃる

んですけれども、いざというときに、そ

れが生かされるように、また、そういう

情報が、その無線等、今は、もう携帯等

もあったり、さまざまないろんな伝達の

方法もありますけれども、宝の持ち腐れ

といいますか、ちょっと大事にし過ぎて

飾ってると、なおしきっているというの

ではなくて、やっぱりそういったあれも

マニュアルでは、訓練をしていただいて

活用できるように、その点も細かい話で

ありますが、大事な点ではないかなと思

いますので、活用できるように、よろし

くお願いしたいと思います。

　また、さらに市民の皆さんへの防災教

育の強化も大事でありますので、本当に

何とか一人でも多くの方が、せっかく自

主防災を各小学校区で全部立ち上げて進

めていっていますので、そういったとこ

ろにもう少し、また、さらなる内容の検

討といいますか、もうこれ以上のものは

ないかもわかりませんが、また、検討し

ていただけたらなと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

　あと行財政改革の件につきまして、第

４次行財政改革ということで、今、詳し

くお話をいただきました。方向性と、い

ろんな予算についての方針とか、２３年

度の方針についてもお聞かせをいただき

ました。先ほどもちょっと触れましたで

すけれども、やっぱり団塊世代の職員の

方が退職後の職員体制も見すえて、少数

精鋭で本当に業務を遂行していくことが

求められるわけですけれども、この理念

にあります人材育成実施計画もつくられ

ております。計画に基づいて本当に求め

られる職員像の実現に、そしてまた、職

員一人一人が勇気を持ってチャレンジを

していただけるように、さらなる取り組

みをよろしくお願いしておきたいと思い

ます。

　以上、全部要望です。

○三好義治委員長　次に、野口委員。

○野口博委員　本会議でもるる、国の状

況も含めて、民主党政権ができて最初か

ら最後まで初めてつくった予算の中で、

この地方自治体から、その予算をどう見

るかも含めて申し上げてきたところであ

りますけれども、そういう点も意識しな

がら質問をしたいと思います。

　最初に、２０ページの市民税の問題で

あります。当初予算では個人市民税対前

年比で４億７００万円の減、法人市民税

が６億２６０万円ふやして、総額で５８

億７，３６０万円の予算計上であります。

いつもお話ししていますけれども、この

地方自治体の仕事である市民の暮らしを

守ることと、なかなか権限的にはしんど

いですけれども、身近な自治体として地

元の中小零細業者に対して支援策を進め
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ていくという大きなポイントがあろうと

思いますけれども、そういう点で見た場

合に、この市民税の状況から見て、そう

いう市内業者の実態をどう見るかという

ことも、一つのヒントになりますので、

時間を少なくする意味で、この法人市民

税については、１号法人から９号法人の、

それぞれの数ですね、それと１号、２号

法人、いわゆる大企業といわれる三十数

社の実態についても、その辺を見ながら

法人税全体として６億円のプラスをした

と思いますので、そういう全体の法人税

を納めている業者の実態と１、２号法人

の問題についても含めてご答弁をいただ

ければと思います。

　今、国会で論議をされて、盛んに、本

予算案は衆議院を通過しまして、それは

可決されるだろうということとあわせて

ですね、関連法案で、その中に法人税の

減税問題がありますけれども、これが通

りますと、どのくらい影響が出てくるの

かということが気になっています。全体

としては５％ですから、国税４．５％が

影響を受けますけれども、大体総額で１

兆５，０００億円と言われています。資

料では国の分で１兆２，１９４億円、地

方分で、総額で２，０９９億円の影響が

出ますというのが国の資料に基づく計算

でありますけれども、本市の場合、この

法人税５％減税の影響がどのくらいにな

るのかということと、それともう１点、

絡めて、たばこ税で若干補てんするとい

う話も聞いていますので、その辺の５％

減税に絡む一連の問題について、数字も

含めてお話をしていただきたいと思いま

す。

　その三つ目は、先ほども論議された市

税等の差し押さえ問題であります。この

前の国民健康保険の問題ではボイスで放

映されまして、国民健康保険料の差し押

さえのために子どもさんの学資保険まで

差し押さえると。今後、大阪市は実際、

頼んでいる人による回収をやめて民間企

業に差し押さえ、回収を委託をするとい

うことをやろうとしておりますけれども、

そういう点では今日の生活がしんどい中

で、そこまでするのかというのが、たく

さん、こういう部分でもあるわけで、こ

れに関連して、この前、少し本市でも起

きた市民税の差し押さえ問題について、

少しきちんとしておきたいなと思ってい

ます。

　ある方の給料が差し押さえされたとい

うことで、担当でも関係者も来て協議を

なさって、一応、全額、元に戻ったわけ

でありますけれども、昨年、ご承知のと

おり少額訴訟制度専決委任が本市でも通

りまして、簡素化して、さまざまな保険

料、税金について、そういう動きができ

るということになっておりますけれども、

いろいろ議会側の提案の説明の中で附帯

事項といいますか、実態をちゃんと見て、

法に触れないやり方をすべきだというこ

とも提案理由に報告しておりますけれど

も、そういう点からしても、今回の事件

はちょっと本市の差し押さえに対する姿

勢が問われますので、その経過について

少し紹介をしていただきたいと思います。

これが市民税問題、１点目です。

　二つ目には、先ほども論議された４３

ページの権限移譲交付金の問題でありま

す。論議されましたのは大体、概略はわ

かりましたけれども、心配なのは、いわ

ゆる大阪都構想で今、この１３日には名

古屋の議員選挙がありますし、４月１０

日投票、４月２４日投票で、それぞれ統

一地方選挙が行われますけれども、その

いろんな地域政党ができる中で、いろん

な方針を掲げているわけでありますけれ

ども、大阪府下でいいますと、府下の市
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町村に対する基礎自治体は住民サービス

をやって、大阪府が府下の財源を集中さ

せて、いわゆる大規模開発を進めていく

という、こういう構図が、使い道では出

されているわけであります。その準備と

いう位置づけも今回の権限移譲はあるか

と思うんですけれども、やっぱり府は府

として役割があるわけで、市は市で役割

があるわけです。そういう立場を抜きに

して今回、大阪府がいろんな形で権限移

譲を出してきているということは、きち

んと見ていただきたいと思うんですが、

いただいた資料を見ますと平成１９年度、

２０年度の２か年でたくさんの件数を扱っ

ている項目もありますけれども、実際、

こういう項目が、二つの原則を述べられ

たけれども、現状の体制でいけるのかと、

市民サービス向上につながるのかという

ところが、きちんと分析されて大阪府に

対して、もの申していくという姿勢は、

僕は大事だと思っています。

　先ほど申し上げた市は市の役割と、府

は府の役割というのがあるわけで、それ

を飛び越えて無理やりに、今回、大きな

流れの中で進めようとしておりますけれ

ども、そういう問題について、どういう

姿勢で、この間、取り組んできたのか、

ちょっと確認の意味でご意見を求めてお

きたいと思います。

　それと特例地並みの権限を与えていく

というのが、一つの大まかな形なんです

けれども、いつも申し上げている自前の

自治体という点で、まちづくりに関係し

て建築主事の問題ですね、特定行政庁問

題、当然これお金がかかります。体制も

当然、補充になります。そういう点で、

先ほどの原則から外れますけれども、こ

の自前の自治体をつくっていくという点

では、こういう問題も検討していくとい

うことになろうかと思うんですけれども、

大阪府下３１市、大阪市と堺市を除いて

ますけれども、３１市で、この建築主事、

特定行政庁を持っていない市は、どのく

らいあるのか、あわせて、この問題につ

いて今、どういうスタンスなのか、お答

えをいただきたいと思います。

　３点目、５１ページの財産収入問題で

あります、今回、財政的な要件から４か

所分の土地を売却し、６億円を超える収

入を見越して計上されている問題です。

先日、その中で旧ふれあいルームの再利

用問題について、地元自治会から、いわ

ゆる再利用問題について、そのために一

度懇談してほしいという申し入れがあり

ました。かかわっていますので、すべて

の議員にも要望書の内容をお渡しもして

おりますが、あの用地は歴史的にもご承

知のとおり平成１６年３月に三宅幼稚園

が廃園されて、その後、福祉会館の代替

施設ということで、平成１８年４月から

昨年１２月まで使っておりました。選挙

になりますと選挙の投票所としても使わ

れておりました。この間、公共施設の利

用頻度という点でも申し上げてきました

けれども、いわゆる市内の公共施設で最

も高いということであります。その実態

をどう見るかということは、もう一応話

し合ったこともあると思いますけれども、

改めて、僕らもそうなんですけれども、

行政側も暫定的に利用したけれども、市

内一番の利用頻度はなぜかという点で、

認識を改めて感じたと思っています。そ

ういうことも含めて、今回、地元自治会

として、そういう内容で要望書を提出し

ておりますけれども、このことについて

どういうお考えなのか、お聞かせいただ

きたいと思います。

　４点目は５７ページですが、諸収入の

雑入問題で、大阪府下の市町村振興協会

交付金５，３００万円、大体、最近の流
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れとして、こういう交付金が、どういう

項目できているのか、ちょっと教えてい

ただきたいと思います。

　５点目は、女性政策課に絡む話であり

ます。７９ページに諸経費が計上されて

いますけれども、一つは昨年４月にコミ

プラに移転しましたので、旧の男女共同

参画センターが移られて、この半年間な

ど、そのメリットといいますか、一度ど

うお感じなのかということで、ご意見を

お聞かせいただきたいと思います。

　新年度の取り組みについてであります

が、新年度が第２期せっつ女性プランの

５か年計画最終年度でありますので、改

めて新年度の取り組みを含めて、この５

か年計画から見て、どういう到達状況に

なろうとしているのかという角度からちょっ

とお答えをいただきたいと思います。

　３点目は、女性プランの基本課題６に

女性に対するあらゆる暴力の根絶という

課題がありますけれども、この中で、子

どもさんだとか、ＤＶ問題について取り

組むということで位置づけて進んでおり

ますけれども、一つは最近のＤＶ状況で

すね。どういうことなのかというのが一

つ。もう一つは、子ども家庭センター、

当然、女性もそうですが、子どもさんも

一緒になりますので、ちょっと所管がふ

くそうしますけれども、大阪府の新しい

予算で､子ども虐待問題について扱う府

下６か所の子ども家庭センターでの専門

員と一般職を含む２０名が雇われるそう

で、府下６か所に、それが配置をされる

ということになりますけれども、こうい

う一定、少しですけれども、体制の改善

が摂津市の、こういうＤＶや子どもさん

の虐待問題の相談の中で、どういう影響

が出てくるのかというのを少しお聞かせ

いただきたいと思います。

　六つ目は、８７ページの委託料にコン

ビニ収納に関連しての費用が計上されて

いますけれども、単純に昨年もありまし

たけれども、今回、市民税と固定資産税

にも拡大されます。一応、流れですね、

単価等は、また後日、資料をいただけれ

ばいいですけれども、流れを一応、確認

させていただきたいと思います。

　７点目は消防関係です。一つは代表質

問でも申し上げた､本市も含めた地域の

救急医療体制問題であります。毎回、毎

回、その都度、救急事案が発生しますと

大変な仕事の中で頑張っていただいてい

ることは承知の上であります。そういう

現場の頑張りについて、こたえない今の

医療政策というのが根本には当然あろう

かと思いますけれども、この間、資料も

お渡ししていますけれども、大阪府が三

次救命救急から少し方針を変えて、例え

ば、千里救命救急センターへの５年間の

毎年３億５，０００万円の補助金を府の

予算、今回、削りました。こうした問題

について、関係者、関係自治体から運動

も起きて､補助金を復元してほしいとい

う取り組みが進められています。本市が

関係する三島救急センターにおいても数

年前の、いわゆるＰＴ試案では４，５０

０万円の運営経費、たくさんのお金が府

から出ていますけれども、その中の４，

５００万円について削減すると決まりま

したけれども、これは運動によってストッ

プさせていますけれども、こういう経営

基盤をあやうくするような、今、大変ご

苦労されてドクターカーも自前で発注し

て、それを活用して救急事案に対応して

いる、こういう実態をなかなかしんどく

するような状況が出てきていますけれど

も、改めて、その摂津の状況も含めて、

この問題に対して、どう取り組むのか、

ちょっとお聞かせをいただきたいと思い

ます。
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　二つ目は、先日、千里丘東５丁目で火

災がありました。心からお見舞いとご冥

福をお祈りいたします。ちょっと気にな

る話が来ていましたので、少し正確な状

況をお話ししていだければという趣旨の

質問であります。率直に申し上げて、千

里丘出張所の体制が少なくなったから初

期の発見だとか対応が大変しんどかった

んじゃないのかなという、そういう質問

が飛び込んでいますので、実際の状況に

ついてお話をいただきたいと思います。

　絡めて、消防職員は９３名が職員体制

で過去、来ていましたけれども、現状は

９１名が正職で、あと２名のうち１名が

フルの再任用で、もう１名が短時間の再

任用であります。そういう職員体制の問

題も、その背景にあるのかなと思ってお

りますけれども、そういうことを含めて、

この問題についてお答えをいただければ

思います。

　１６０ページに災害対策費が計上され

ていますけれども、毎年、防災関連の予

算を計上されて、いろんなことを取り組

んできておりますけれども、昨年の決算

でも少し質問をした中で、絞って再質問

になりますけれども、公共施設の耐震化

問題ですね。現状どうなのかと。地域防

災計画には公共施設の耐震化について、

９１施設、１４４棟があります。これは

どういう状況なのかと。

　それと市内主要施設の体制整備という

ことで、防災拠点として６３施設、１１

１棟がありますけれども、同時に福祉避

難所を含む避難所という点では３０か所

と書いておりますけれども、こういう災

害が発生した場合に対応する公共施設、

準公共施設の耐震化の状況について、今

後の見通しについてお答えをいただきた

いと思います。

　９点目は、指定管理者制度の問題であ

ります。各課で所管するところは対応し

ていますけれども、昨年、改定指針が出

されて、ことしから３年間で新たな方向

で取り組んでいきます。昨年の改定指針

の段階で２２か所８団体に管理委託がな

されてきておりますけれども、ご承知の

とおり当初、国の指定管理者に対する方

針と､平成２０年の総務省の運用の通達

だとか、昨年１２月の総務省の通達とか、

この指定管理者に対する国の姿勢も見方

も変わってきていますので、そういう問

題を含めて今後３年間のスケジュールの

中で、そういう通知も生かした、ほんま

に市民サービスの向上につながっていく

とか、そこで働く労働者の労働条件もき

ちんとしていくとか、そういう問題につ

いて、そういう視点から検討すべきだと

思いますけれども、こういう問題につい

て、少し教えていただきたいと思います。

　関連して、これは要望にしておきます。

指定管理を委託している団体に対して､

毎年、部長が定年退職されて、そういう

団体にですね、長なり責任者ということ

で、再雇用ということで派遣されます。

大体、お聞きしますと一月２８万２，０

００円の報酬と。週５日仕事、交通費は

なし、ボーナスなしという条件でですね、

仕事に入るわけであります。ご承知のと

おり、この間、シルバー人材センターで

は、昨年４月、数日間でおやめになると

か、これは個人の体調問題だと思います

けれども、この２月には､保健センター

に行かれた方が急に退職されるというこ

とがあります。だんだん働く方々からも、

いろんな批判が上がってきていますけれ

ども、一定お金を支払って長として仕事

をしていただくという立場で部長経験者

を派遣するわけでありますけれども、そ

ういう点では今回の事態を受けて、そう

いう選定だとか、任命する場合の個人の
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資質問題を含めて、きちんと対応してい

くことは大事だと思っていますので、そ

ういうことを申し上げて改善を求めてお

きたいと思います。

　１０点目は、財政問題であります。本

会議でもいろんな角度から論議がされま

した。再度、繰り返しになりますけれど

も、まず、今回の民主党政権によって、

ご承知のとおり交付税制度の見直し、２

年間で、いわゆる原資とする６％分を５

％、４％に引き下げていくということが

あります。臨時財政対策債は平成２５年

度、３年後から廃止をされるということ

がありますけれども、そういうことも含

めて､昨年､立てた平成２８年までの中期

財政見通しをどういうふうに現時点で考

えているのかということで、まず、考え

方をお聞きしたいと思います。

　その二つはこの間、国おいて年度途中

でさまざまな補正予算が組まれて、ほと

んど借金ですけれども、交付金だとか、

基金だとか、たくさんきました。いただ

いた資料を計算しますと、総額で１１億

９，０００万円、だから、約１２億円が、

この間、いわゆる補助金ではなくて、国

から、そういうお金が摂津市でも来てい

るわけです。これを使って、最初は雇用

不安の中でできましたので、雇用創出と

いうことで人件費問題とか、行政が求め

ている仕事の内容で、そういう活用をさ

れましたけれども、最近は、いろんな形

で、わからない言葉を使って交付金が出

ていますけれども。しかし、自治体とし

ては、この交付金を使うということは大

事な一つのポイントであります。そうい

う点で、まず、状況をお尋ねしたいと思

うんですけれども、ほとんど活用されて

残っていないと思いますけれども、その

辺の数年間の、平成２１年度、２０年度

ぐらいから、そういう国の制度が変わっ

た中で本市として活用した状況をですね、

どのくらい残っているのかということも

含めて、まず、教えていただきたいと思

います。

　それといろいろ民生所管でも本市の待

機児童がふえて、その対応をどうするか

ということになっている、そういう点で

の論議もされています。高槻では、民間

は当然ふえますけれども、公立の保育所

も、どんどん今、建てているわけですね。

確かに、この間、制度変更で公立が建て

る場合は補助金なしでありますけれども、

こういうところに基金を使えないかとい

う点もちょっと自然な質問になるんです

けれども、この基金の中で公立が建てる

保育所建設の費用として使えないものか

という点について、少しどう理解したら

いいのか、教えていただきたいと思いま

す。

　１１点目は、機構改革なり人件費の問

題であります。昨年第４次行革が制定さ

れて２６年までに、その行革を進めてい

くという中の一つとして５年後には職員

を６６０名にしていくと。平成２１年４

月は７１９名でありましたけれども、こ

れは５年後に、平成２６年度末に６６０

人の正職にするということで目標を定め

ました。しかし、いただいた資料を見ま

すと定数管理なりの、この数に匹敵する

数字は６５６になったんですね。５年間

ですべき目標を１年間で達成したという、

この状況をどう見たらいいのかというこ

とを率直に、まずお尋ねしておきます。

　もう一つは、毎年、この論議をしてお

りますけれども、全体の職員の中で正規

職員、非正規職員の割合がどんどん変化

していまして、この再任用の短時間職員

を非正規に入れれば、４０％を超える非

正規職員の率になるわけでありますけれ

ども、この正職数も１年で達成したと。
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しかし、その一方ではワーキングプアと

呼ばれる職員がどんどんふえているとい

う、こういう状況について、どう見てい

るのか。あわせて平成２５年度ぐらいを

めどに定年延長問題もありますけれども、

そういう絡みの中で今後の職員定数問題

を、今、どう見ているのかということも

答えていただければと思います。

　次に、平和問題であります。市長の市

政方針の中で平和公園に原爆に焼かれた

石と石碑を設置して早２５年がたったと

いうことから、いろいろおっしゃってお

りますけれども、改めて、僕らも被爆二

世として、その団体に入ってちょこちょ

こはさせていただいておりますけれども、

昔は僕らも身近な公園で、夏になります

と、市からビデオを借りまして、１００

人ほど子どもに集まっていただいて、平

和ビデオ会をやったりしているんですけ

れども、そういう点から見ますと、今、

いろんな形で祭りをやっておりますれど

も、平和公園を拠点として時期的に、い

わゆる多くの方が集まっていただいて、

平和の問題を考えいただくと、そこに子

どもさんもたくさん来ていただくという

ことで、ちょっと工夫していただいて、

こういう言葉で市政方針に市長も述べて

いるわけでありますので、平和公園を活

用した平和祭り、平和事業といいますか、

１回ちょっとは検討していただくという

ことで、宿題として投げておきたいと思

いますけれども、ちょっと現時点でのお

考えを聞いておきたいと思います。

　１３点目は集会所問題であります。先

ほども論議がありました。今後、統廃合

も含めて、どうするか検討していきたい

という話であります。昨年ちょっと言い

ましたけれども、やっぱり、うち５人の

議員がおりますけれども、各議員からい

ろんな、地元で集会所を使って、集会を

しますけれども、お金がないところもた

くさんあるわけで、そうしましたら、猛

暑だとか、そういう時期はクーラーも故

障している。使えないという、たくさん

聞いています。そういう現状があるわけ

ですから、１か所当たり３万８，０００

円の補修費を市は各集会所に与えており

ますけれども、必要なところはきちんと

やっぱり予算を組んで、修理をしていた

だくという対応は大事だと思っておりま

すので、その点、どうお考えなのか。

　小学校のエアコンの問題であります。

補正予算が出ておりますけれども、入札

に関連してであります。自然な質問であ

りますけれども、３億円を超えるこの事

業について、そのメーカーに対して入札

を出すということは、器機としては当然

かもわかりませんけれども、実際、仕事

をする場合は地元にたくさんの家電販売

店があるわけで、そこに仕事が回ってき

て、それで実際に学校に行って仕事をし

ていただくという、この流れをつくれな

いものかと思いますね。いろんな工事の

レベルがあるということで、答弁をされ

ていますけれども、そういう入札から実

際の現場仕事までの中で、そういうシス

テムができないかと。昔は書店会をつくっ

て、そういう形で全体を書店として採用

した経過もありますけれども、ちょっと

汗をかいていただいて、地元のすべての

家電販売店に伝えて、その仕事に参加で

きるような条件はつくるべきだと思いま

すけれども、その点、一度お考えをお聞

かせいただきたいと思います。

　最後に総合計画問題であります。こと

しから、ご承知のとおり総合計画の１０

年が始まっていきます。先ほども一応、

質問がありましたけれども、改めて自治

体としてのよって立つ基盤をどこに置く

のかという問題です。協働という切り口
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をいろんな角度からも論議されましたの

で、あまり申し上げませんけれども、自

治体の仕事だとか、職員がよって立つ基

盤、全体の奉仕者として、その市民の暮

らしを守っていくんだという立場を押さ

えなければ､ただ単に仕事の分担であり、

そこに第４次行革が絡まってくるわけで

ありますから、１０年後住みやすいまち

づくりができないということも当然ある

わけであります。そういう点で、過去１

０年間ですね、ちょっと記憶をたどって

いただいて、この１０年間の摂津市の動

きを､今後１０年間どう生かすかという

ことで、ご質問したいと思うんですけれ

ども。例えば、平成１２年、１０年前で

あります。このときには初めて公民館と

学校施設の有料化がやられました。今で

は考えられない正雀市民ルームや文化ホー

ル、３０％の値上げが行われました。下

水道料金も１５％の値上げということで、

いわゆる借金の追い増しですね。公共料

金の高い町という、そういう内容で突き

進んできたのが１０年前なんです。翌年

にはご承知のとおり市民プールが廃止を

され、当時、助役、二人の助役問題が大

きな争点になって、その騒然とした状態

で過ぎたのが１０年前でありました。

　そういう１０年前前後と含めて、どう

お考えになって、そういうことを過去の

１０年間をどう生かして､今後１０年間

に進めていくのかという切り口でありま

すけれども、その点、ちょっとお考えを

お聞かせいただきたいと思います。

　以上で１回目です。

○三好義治委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５０分　休憩）

（午後１２時５８分　再開）

○三好義治委員長　再開いたします。

　答弁を求めます。

　川﨑課長。

○川﨑市民税課長　まず、第１点目の法
人市民税の各号数ごとの法人の件数でご

ざいますけれども、２１年度の事務報告

書で申し上げますと、１号法人が２，０

７３件、２号法人が２８件、３号法人が

５６７件、４号法人が５９件、５号法人

が１２６件、６号法人が２７件、７号法

人が１３６件、８号法人が１３件、９号

法人が２０件、合計３，０４９件となっ

ております。

　続いて、この中の１号法人、２号法人

の法人数の推移という点でございますけ

れども、これもリーマンショックの前後

で比較した場合で申し上げたいと思いま

す。

　１９年度の１号法人は２，１９７件、

２号法人は２３件、続いて、２０年度は

１号法人は２，０９１件、２号法人は２

４件、２１年度は１号法人で２，０７３

件、２号法人は２８件となっております。

　それから、今現在の２２年度でござい

ますけれども、２３年２月調定までの累

計で見ますと、１号法人は１，９８７件、

２号法人は２３件となっておりますけれ

ども、参考に昨年の３月分の調定件数で

見ますと、１号法人は１１１件、２号法

人は２件となっており、これらを参考に

して２２年度の最終累計で件数を見込み

で申し上げますと、１号法人は２，０９

８件、２号法人は２５件程度になるもの

と予想しております。この件数につきま

しては、リーマンショック前の１９年度

の件数には届きませんけれども、２０年

から２２年度の件数については、一応、

横ばい状況で推移しているものと見てお

ります。

　続きまして、平成２３年度税制改正案

にあります法人税率引き下げによる法人

市民税への影響ということでございます

けれども、今国会に税制改正法案として
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上程されております法人税の実効税率の

引き下げに伴う法人市民税への影響につ

いてでご説明申し上げます。

　現在、法人税率３０％、事業税率７．

５５％、住民税率、大阪府が６％、摂津

市が１４．７％になっており、その実効

税率として計算しますと４０．６９％と

なります。ここから法人税率を２５．５

％に引き下げたときに、その実効税率が

４０．６９％から３５．６４％となり、

この差の５％が実効税率の引き下げになっ

ております。このことによる影響額は法

人税率が３０％から２５．５５％への引

き下げ率で換算するとマイナスの１５％

となりますので、平成２３年度当初予算

での法人税割額１７億９，４００万円で

試算しますと、約２億６，９００万円の

減収になるものと考えます。

　また、この法人市民税の減収分につい

ては、委員からもありましたように、道

府県たばこ税から市町村たばこ税への税

源移譲案が、これと並行して出されてお

り、その移譲案では旧３級品以外で１，

０００本当たり６４４円に本市の年間消

費本数見込み１億８，０００万本を乗じ

ますと、約１億１，６００万円が増収と

なるものの、差し引き計算ではマイナス

の約１億５，３００万円の影響になるか

と思っております。

　なお、この改正案ですけれども、平成

２４年度からの適用予定となっておりま

すけれども、まだ、現在、今国会で審議

入りしておりませんので、その動向を見

守りたいと思っております。

○三好義治委員長　野村課長。

○野村納税課長　それでは、納税課にか

かわりますご質問にお答えさせていただ

きます。

　まず、最初に市税の差し押さえについ

てということでございますが、ご質問で

は個別のケースについての経過の説明と

いうことでございますが、個別案件につ

いては、できましたら控えさせていただ

いて、納税課として差し押さえ等の業務

をやってる一般的な流れ等についてのご

説明ということで、ご了承いただきたい

と思います。

　差し押さえという、滞納処分の業務に

つきましては、市税の納付について、基

本的には納期内での納付をお願いしてい

るところでございます。

　納期限後になっても未納となっておら

れます方々につきましては、督促状であっ

たり、催告書等々、さまざまな方法によっ

て、納付のお願いをさせてもらっている

ところでございます。

　先だっての代表質問でもご答弁もあり

ましたけど、多くの市民の方につきまし

ては、納期内に納付いただくようなご努

力をいただいている中でございますので、

我々としましては、負担の公平性という

ところも十分意識しながらですが、先ほ

どの督促や催告等、さまざまな方法によっ

ても連絡もいただけない、また、納付に

も応じていただけないという方や、分割

納付というのを約束をいただいても、全

く履行していただけないというふうな方々

に対しましては、次の手段として財産調

査という形に移らせていただくわけでご

ざいます。

　そして、調べさせてもらった中で、財

産等が判明した場合には、事前に差し押

さえ予告等もご案内させてもらった後に、

滞納処分である差し押さえを実行してい

るところでございます。

　差し押さえの中身につきましても、不

動産であったり、動産等いろいろござい

ますが、先ほどご質問の中でも出ており

ましたけども、給料そのものの差し押さ

えにつきまして、これは法律で差し押さ
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えの禁止財産というのが定められており

ますので、その分を計算して、控除した

額を差し押さえると。

　預金口座につきましては、これも国税

徴収法に基づいて、原則、全額もしくは

滞納税に満る額までの差し押さえという

形になっておりますので、それに基づい

て業務を行っているところでございます。

　次に、２点目ですが、コンビニ収納に

つきましての流れということでございま

すが、ご承知のとおり今年度、平成２２

年度ですが、具体的には昨年からですが、

軽自動車税について、コンビニ収納を実

施させていただきました。

　来年度、平成２３年度については、市

民税、固定資産税に拡大させていただく

という形になりますが、業務といたしま

しては、収納代理の契約を結ぶわけでご

ざいますが、契約の相手方になりますの

は、各対象となるコンビニ本部と契約と

いう形ではなくて、その間に収納代行業

者というのが存在しますので、その収納

代行業者と公金の収納事務の委託の契約

を交わさせていただくと。

　そして、その代行業者が、各コンビニ

本部と契約をされておられますので、そ

の代行業者が契約しているコンビニにお

いて、市税の収納が可能になるという形

になっております。

　ちなみに、今年度の軽自動車税を実施

させてもらった状況でございますが、当

初、納付書のほうが約２万４，０００件

の発送がございまして、それに対しまし

て、コンビニで納付いただいた件数が約

７，５００件ということで、率にしまし

て約３１％の方に利用をいただいており

ます。

　そして、コンビニ収納を行った上での

メリットとしましては、２４時間、３６

５日、休日でも納付ができるということ

で、納付いただいている時間帯もさまざ

まな時間帯がございます。比較的多かっ

たのが、これは金融機関もあいている時

間ですが、お昼の１２時台、これはお勤

めされている方が昼休みにちょっと行か

れて払われているのかなというふうな状

況も考えられます。

　あと多いのが、午後の５時から８時と

いう間が、次いで多いかったかなと思わ

れます。

　ということで、これまで金融機関の営

業時間だけではなかなか納付が難しいと

いう方々にとっては、コンビニで市税が

納付できるということになると、納付の

機会の拡大ということで、これが強いて

は収納率の向上につながっていければな

と思っております。

○三好義治委員長　牛渡課長。

○牛渡女性政策課長　それでは女性政策

課所管分のご質問について順にご答弁を

申し上げます。

　まず１点目、昨年７月にコミュニティ

プラザに移転後、そのメリットをどう感

じているかというご質問でございました

が、複合施設に移転してのメリットとい

たしまして、まず、男女共同参画センター

を拠点に活動される市民団体の皆様には、

多様化する活動内容に応じまして、さま

ざまなお部屋をご提供できるようになり、

活動の幅を広げていただいているという

点がございます。

　また、センターといたしましては、こ

れまで何分、目的を持った特定団体が活

動する施設といったイメージが強く、公

共施設の中でも認知度が低い状況にござ

いましたが、移転後の顕著な例といたし

まして、平成２１年度中に旧センターの

情報室で、図書の利用を新規登録いただ

いた方が５８人でございましたけれども、

昨年７月開業以後、ことし２月末までの
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間の新規登録者数は２８１人となってお

ります。

　貸し室を目的にコミュニティプラザに

来られた市民の皆様にも職員が積極的に

お声かけをし、センターに足を向けてい

ただくことで、施設の設置目的や、男女

共同参画の理念についてご理解をいただ

くことにつながるという点が非常に大き

なメリットと感じております。

　次に、男女共同参画計画第２期につい

て、最終年度を迎えるに当たり、その到

達状況の評価というご質問でございます

が、現行のプランの推進に当たり、基本

課題ごとに重点推進項目を定め、具体的

な数値目標を設定し、また中間年で評価、

公表するということを試みました。

　現行の計画策定時に、特に女性政策推

進市民懇話会から、市職員の意識改革、

並びに市が男女共同参画のモデル職場に

なるように務めるようにとのご意見をい

ただきましたので、例えば、研究会を活

性化し、その取り組みの成果として、表

現ハンドブックの作成に至りましたこと。

また、女性の各種審議会委員の登用につ

きましては、参加率そのものは微増とい

う状況であり、目標値に達成はしており

ませんが、登用指針に基づきまして、２

年、あるいは３年の任期の中で、女性委

員をいかに登用するか、関係各課におい

てもご努力をいただいておりますので、

達成に至るプロセスという意味では、一

定評価をさせていただきたいと考えてお

ります。

　いずれにせよ、男女共同参画について

は、すべての施策のベースになるものと

して、それぞれの施策の中に視点を盛り

込んでいただくよう、こちらも務めさせ

ていただきたいと思っているところでご

ざいます。

　また、市民の皆様に対しましては、個

人個人、価値観もございますので、男女

共同参画の理念をいかに共感いただける

かということが大きな課題であるという

ふうに考えておりますので、今後とも関

係課と連携しながら計画の推進に努めて

まいりたいと考えております。

　次に、本市におけます最近のＤＶ相談

の状況ということでございますが、男女

共同参画センターの移転を契機に、女性

相談員を配置し、またＤＶホットライン

を開設しましたことから、これまでさま

ざまな相談の中に潜在化しておりました

ＤＶ相談の窓口が徐々に整理されつつあ

るというふうに感じております。

　女性政策課並びに男女共同参画センター

で受けました相談のうち、ＤＶを主訴と

する相談件数は、平成２１年度は全体の

約２割でございましたが、２２年度は全

体の約３割に上っております。

　また、そのうち職員が直接、面談によ

り対応しましたケースは、昨年４２件か

ら本日現在６０件と増加をしております。

　特に最近のＤＶ相談の傾向ということ

でございますが、一時保護につながる緊

急を要するケースよりも、ＤＶかどうか

というような入り口のご相談が非常に多

かったと感じております。

　相談内容としましては、経済的な問題

が原因で暴力を振るわれ、本人が家計を

支えるために借金をしてしまい、自立す

るための資金がない。あるいは精神的に

耐えられないといったケースが多くなっ

ております。

　また、外国人女性からのご相談や、特

に高齢者のご相談がふえているのも特徴

と感じております。

　さらには、関係各課の窓口からつなが

る相談もふえておりまして、関係各課職

員の意識の高まりというものも感じてい

るところでございます。
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　次に、ＤＶ関係で府内６か所の子ども

家庭センターに専門相談員等が増員され

るに当たり、市町村への影響ということ

であったかと思いますが、ご質問にござ

いました、子ども家庭センターの専門職

員の増員につきましては、児童虐待に対

する取り組み強化という点で、国のほう

で予算をふやしていく方向で検討がされ

ている模様ではございますけれども、具

体的な内容につきましては、残念ながら

市町村には、まだ伝わってきていないと

いう状況でございますので、今後、ネッ

トワーク会議等を通じ、情報収集に努め

てまいりたいと考えております。

○三好義治委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　それでは、私のほ

うから権限移譲に関することにつきまし

てと、総合計画に絡みまして、先の１０

年間の成果、動きについて、今後１０年

間にどう生かすのかと、この２点につい

てご答弁申し上げたいと思います。

　まず、権限移譲について何点かご質問

いただいておりますけれども、まず現状

体制で大丈夫なのかというふうなことで

あったと思いますけれども、先ほども申

し上げましたけれども、今回、権限移譲

を大阪府から受ける部分につきましては、

担当所管のほうとも綿密に打ち合わせし

ておりますし、また、担当課のほうも、

大阪府での説明会、事務説明会等、事務

の内容の把握にも努めておりますので、

その上で決定したことでございますので、

現状の人員でいけるものと、体制でいけ

るものというふうに考えております。

　しかしながら、これらの事務は初めて、

我が市としてやっていくものでございま

すので、移譲を受けた初年度の状況をしっ

かりと、各課の状況を見きわめて、今後、

対応してまいりたいというふうに考えて

おります。

　それから２点目、市民の利便性につい

て、どのように考えるのかということで

ございますけれども、確かに、この大阪

府から提示を受けた部分の中身を見ます

と、直接市民、一般の市民のみなさんの

利便性の向上に結びつくものというのが、

確かにちょっと少ないように思います。

　ただ、事業者の届け出でありますとか、

認可、申請ですね、こういうものが、ちょっ

と多いのかなとは思いますけれども、中

でも市政方針でも市長が述べられており

ましたけれども、身体障害者手帳の交付

などにつきましては、その交付の期間が

非常に短くなります。市で受けることに

よりまして、大体１０件申請がありまし

たら９件までは市のほうで判断をして手

帳を交付することができます。

　残り１割ぐらいにつきましては、ちょっ

と専門的視点に立ってということで、大

阪府受け入れということになるかもしれ

ませんけれども、そのような事務もござ

いますし、事業者の利便性の向上につき

ましても、また、そのほかのことにつき

ましても、市で実施することによって、

地域事情に精通しているということもあ

りますので、きめ細やかな対応ができる

のではないかというふうに考えておりま

す。

　３点目としまして、ちょっと大阪府か

ら、上のほうからの無理やり的な押しつ

けではないかというふうなことをおっしゃ

られてたと思いますけれども、確かに成

２１年７月に１０２項目提示を受けた折

には、唐突な印象を受けたことは確かで

ございます。

　ただ、これ平成１８年１２月に地方分

権改革推進法を制定されました。これは

３年の時限立法でございますけれども、

受けて、１９年４月１日に地方分権改革

推進委員会、翌年、平成２０年５月でし
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たか、第一次勧告で権限移譲、分権につ

いての提言がされております。そこから

しますと、大方の予想としては、翌年ぐ

らいには何らかの動きがあるというふう

なことは考えておりましたので、市とし

ましては、やはり団体自治の強化という

面から、受けられるものは受けていこう

というふうに考えております。

　どういう姿勢で大阪府に対して取り組

んできたかということでございますけれ

ども、権限移譲を受けるに当たっては、

メリットもさることながら、やはり権限

と人とお金、これはセットであるという

ことを何度も申してきておりました。

　これ今でも申しておりますので、しっ

かり検証した上で、その部分がつり合っ

てないということが、ここがしっかりと

つかめましたら、大阪府に対して、さら

に財源の移譲についても求めていきたい

というふうに考えております。

　それから建築主事のお話がちょっと出

たんですが、数的に申しますと、建築基

準法におきましては、２５万以上の市に

は建築主事は必置性ということで、特定

行政庁、これ一般特定行政庁と申します。

あとまた、建築基準法の中では、木造建

築等についても建築確認とかできる、権

限であります限定特定行政庁という、こ

ういうのもございます。ただ、大阪府内

４１市町村の中では、これは政令市２市

除きますけれども、建築主事を置いてい

る市は１５市でございます。

　それから、置いていない市町村は２６、

合計４１でございまして、この１５市の

中で２５万以上の市が七つございますの

で、それを除きますと８市、２５万人未

満の市のうちで８市が、これは建築基準

法の第４条第３項に、２５万人未満の市

であっても、知事の同意を得て、特定行

政庁、これ一般特定行政庁、いわゆる全

権の行政庁でございますけれども、それ

になることができると、こういう規定が

ございますので、それで知事に申し出を

して、許可といいますか、同意を受けて

特定行政庁になられているという状況に

ございます。

　それから、今後どう考えるのかという

ことにつきましては、ちょっと権限移譲

の担当課としてのご答弁の域を超えない

ということはご了承願いたいんですけれ

ども、私どもとしましては、やはりこの

建築主事を置くということになりますと、

あとの違反建築物、これの調査、確認、

指導、是正ですね、これも含めまして少

なくともプラス２名程度の配置が必要と

いうふうに考えております。そういう面

からしますと、先ほど川端委員の答弁に

もお答えしましたように人員増、体制に

かかわることになってきますので、少し

厳しいのかなというふうには思います。

　また、手数料等も一切入ってまいりま

せんので、この今の時点ではこちらのほ

うから権限を受けに行くということにつ

いては、ちょっと厳しいものというふう

な認識を持っております。

　続きまして総合計画の関係でございま

すけれども、過去１０年間、いろんな値

上げもしたと、市民生活どうだったのか

ということもありましたけれども、私ど

も確かに値上げした分もございますけれ

ども、基本は、やはり市民生活、これを

しっかりと守っていくということが、私

どもの一番の責務であると思っておりま

すので、値上げ以上にいろんな分野にお

きまして、さまざまな点で市民生活に配

慮をした施策を展開してきたものと考え

ております。

　主に、第３次総計におきましては、シ

ビックゾーンの再配置、再整備でありま

すか、公共下水道の推進という基盤整備
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ですね、これが市民生活の上で非常に進

んだのでないかというふうに思っており

ます。

　今後の１０年間につきましては、これ

らの基盤整備をしっかりと生かしながら、

次代へとつなげるように、しっかりと、

今度は、先ほど団体自治の強化と申しま

したけれども、摂津市第４次の総合計画

で言いましたら、つながりのまちという

ことで、いわゆる市民の力、パワーです

ね、これをしっかりと出していただいて、

私どもと一緒になって、私どもも市民さ

んと一緒になってまちづくりをやってい

くという面からいいましたら、やはり住

民自治の強化ということをきっちりと念

頭に置き、また、私どもの市だけではな

いかもしれませんけれども、現状におけ

るいろんな改革の波でありますとか、周

辺都市の状況を見きわめますと、今後、

第４次の計画期間の１０年間が、本市に

とって非常に大切な時期であると思いま

す。

　いってみれば、この１０年が本市にとっ

て勝負の年と言っても過言ではないのか

なと思っておりますので、しっかりと取

り組んでまいりたいと思っております。

○三好義治委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　私のほうからは、

ふれあいルームの土地売却収入の予算計

上にさせていただいた件と、指定管理者

制度に関するご質問にご答弁を申し上げ

ます。

　旧のふれあいルームにつきましては、

委員のご質問の中にもありましたように、

福祉会館を閉館し、コミュニティプラザ

がオープンするまでの暫定的な手法であ

るということは、委員のほうもお話の中

であったとおりでございます。

　その中で、昨年、第２回定例会だった

と思いますが、ふれあいルームの条例の

廃止条例を上程させていただき、議会の

皆様において可決を賜り、この１月１日

からは、普通財産として総務部のほうで

管理をしているというような状況でござ

います。

　予算計上に至った経過でございますけ

れども、中期財政見通し等々の策定以後、

臨時財政対策債、国の動きが少しござい

ました。財政のエリアに少し踏み込んで

しまって申しわけないんですけども、政

策という観点から主要基金を残しながら、

なおかつ市民生活に余り影響が出ないよ

うに、どのような予算組をするのかとい

う中で、第４次行革にもあります市有財

産の活用という項目がございます。その

中で、用地売却というような項目もござ

いますので、平成２３年度当初予算にお

きまして、旧のふれあいルームを含む４

点の土地売却収入の予算計上をさせてい

ただいたということでございます。

　ご質問の中にふれあいルームは使用頻

度が高いというお話がございました。私、

今、平成２１年度の事務報告書を見てみ

ますと、平成２１年度で延べ４万７，０

８３人の方がご利用をいただいていると

いうような状況でございます。

　先の本会議におきまして、水田部長か

らコミュニティプラザは８か月間ではご

ざいますが、約５万人もご利用をいただ

いているというようなことでございます。

数字の上だけでございますが、コミュニ

ティプラザは、ふれあいルームになりか

わるような施設になったのではないかと

いう認識をいたしているところでござい

ます。

　続きまして、指定管理者制度について

でございます。指定管理者制度は委員も

ご存じのように多様化する住民ニーズに

より効果的、効率的に対応するために公

の施設の管理を民間の能力を活用しつつ、
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住民のサービス向上を図りながら経費の

削減を図るということを目的に定められ

た制度でございます。また、指定に当たっ

ては、極力といいますか、複数の事業者

から事業計画をちょうだいし、選定にお

いては公募の過程をとることが原則であ

るというような制度になっております。

　私のほうも昨年、１２月２８日の総務

省の通知は存じ上げております。指定管

理者制度の運用についてということで、

総務省のほうから、これまでの指定管理

の状況を見きわめて適切な運用に努める

よう地方自治法第２５２条の１７の５に

基づき助言指導するというような通知の

内容になっております。その通知におき

ましても、前段で、先ほどの趣旨、目的

については述べられているところでござ

います。注意する点ということで８項目

の注意する点ということの助言指導に基

づく項目がございます。その中に委員の

ほうのお話もありましたように公共サー

ビスを低下しないということと、そこで

働く者の労働法令の遵守、雇用労働条件

に適切な配慮がなされているよう留意す

ることというような項目がございます。

　指定管理者制度におきましては、昨年

の６月、第一次改訂版の指針をご説明さ

せていただき、今、着々とその後のスケ

ジュールに従って､今年度、各法人がお

つくりになる業務改善改革、経営強化等

の取り組み指針を、今年度中にちょうだ

いしたいということで、今、関係各課と

調整をいたしているところでございます。

　指針に示しております具体的スケジュー

ルに従いまして、また、指定管理者制度

の趣旨、目的、なおかつ、昨年１２月の

運用に当たっての通知等々を勘案しなが

ら、今後３年間において指定管理者制度

の方針を決定していきたいというふうに

思っております。

○三好義治委員長　北野次長。

○北野総務部次長　まず１点目でござい

ますが、市町村振興協会交付金の件でご

ざいます。この原資でございますが、こ

れは宝くじになっておりまして、もう既

に２２年の実績が出ております。これに

よりますと、サマージャンボで、大阪府

の配分額が２０億円、これを政令市を除

く４１市町村に配分されます。均等割分

が３割、人口割分が７割というような配

分の仕方でもって、サマージャンボ分が

３，６５７万７，０００円。もう一つは、

オータムジャンボ。これはちょっと規模

が小さいんですが、９億円ございます。

これが先ほどに応じた配分方法で１，５

８３万３，０００円配分されておりまし

て、２２年実績が５，２４１万円となっ

ております。２３年度当初予算は、これ

に従いまして５，３００万円を計上させ

ていただいております。

　続きまして、財政問題ということで、

まず、臨時財政対策債のお話、特別交付

税のお話でございますが、国は地方財政

対策、地方財政計画というのをつくって

まいりますが、これは１月の半ば程度に

国の説明があって、大阪府は２月１日に

説明会を催し市町村に周知させるという

ことなんですが、ここの場におきまして、

過去から、これはどうかということで。

臨時財政対策債は、ご承知のとおり基準

財政需要額に積まれるものでございまし

て、もともと出口ベースの交付税の不足

額をどういう形で補てんするのかと、こ

れが過去から国と地方の折半ルールとい

うのがございまして、平成１３年度以降

は、地方が、地方債を発行して半分を持

ちましょう、国は国債を発行して特別会

計、交付税特会に繰り入れしましょうと

いうルールがございまして、そもそも交

付税として配る原資を地方債で賄うとい
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う制度でございまして、過去から、これ

が不交付団体に配分するのはどうかとい

う議論はございました。しかし、リーマ

ンショック以降の不交付団体の財政の状

況を見た中で、やはり一定の行政水準を

確保しなければならないということで、

当分の間、臨財債の発行は許可されたん

でございますが、ここにきて、３年間に

徐々になしにしていこうかというのが説

明を受けたところでございます。

　もう１点、特別交付税の件でございま

すが、これも国の説明によりますと１０

年、２０年前の交付税の総額、これの６

％というと、非常に額としては小さかっ

たと。

　ところが今は、出口ベースの交付税が

大きくなっておりますので、この６％は

非常に大きいと、それを徐々に落として

いくんだという説明。

　それと、この特別交付税というのは、

基本的には災害、火山の噴火であるとか、

地震であるとか、そういうのに優先して

配分されまして、残がいろんな市町村の

特殊財政需要によって配分されるという

ことになっておりまして、ちょっとブラッ

クボックス的なところがございます。そ

こを透明化するということで、その２％

分を普通交付税の算定のほうに持ってい

くというのが、国の説明でありました。

　それを受けて、中期財政見通しはどう

なんかというご質問ですが、中期財政見

通し上、２２年、２３年、２４年と１１

億円ずつの臨財債を見込んでおりました、

しめて３３億円であります。これを配分

額、単純に国が説明されている率で、こ

れも算定が、細かい算定がありますので、

まだそれは出ておりませんが、単純に割

合だけで落としていきますと、ここで１

２億円余りの一般財源の穴が出てくると

いう形になっております。

　先ほどの山本次長の答弁でもございま

したが、予算編成方針の前提となる中期

財政見通しでございます。そういう状況

を受けて、未利用地の売却を進め、その

穴のあいた１１億円からいいます２３年

で５億８，０００万円程度ですね、穴が

あいてるわけですが、それを何らかの形

で埋めると。その一つの手段として、未

利用地の売却、行革のメニューを着々と

進めるということで、補てんをしておる

ところでございます。

　今後の財政の考え方なんですが、やは

り主要基金が２１年度決算で５０億６，

０００万円ございます。この基金をしっ

かり温存しながら、これが地方債との発

行の兼ね合いになってくるんですが、こ

れをしっかり保っておく。この起債と、

その基金との兼ね合いが、今後の財政運

営のポイントと考えておりますので、中

期財政見通しですね、また２２年の決算

を見きわめて、しっかり立てていきたい

と考えております。

　次に、３点目に国の経済対策のお話が

ありました。総額の国費、議員おっしゃ

るとおり、１１億９，７００万円入って

おります。それに応じます対象事業とい

たしましては、総額で２３年、２４年も

含めてまして、２３億１，４００万円程

度ございます。この評価でございますが、

例えば、雇用創出を行うための事業が数々

打ってまいりました。これで、新規雇用

が１０１名、実際の延べ日数で９，２９

３日、創出できたのかなと。まだ、例え

ば義務教育関係の施設整備で耐震を含め、

そういう整備、あるいは老朽化した公共

施設の改修などに国費を入れてまいりま

した。その裏は、全額、地方債の発行を

許可されますので、一般財源がなしにで

すね、本来、課題であった事業を進めて

こられたんだと、前倒しでやってこられ
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たなという形で評価をいたしております。

　それと、残っている交付金はというふ

うにおっしゃっておりましたんですが、

一つ、「住民生活に光をそそぐ交付金」

というのがございまして、ＤＶ対策であ

るとか、いじめ・不登校対策であるとか、

そういうところに対処できる交付金など

でありますが、これが、まだちょっと残っ

ておりまして、平成２４年に６３５万４，

０００円程度、これは学校教育の相談事

業に活用してまいりたいというふうに考

えております。

　それに絡みまして、公立の保育所の施

設整備に、この基金等をなぜ充当できな

いのかというお話がございました。

　平成１７年に、小泉改革において三位

一体改革というのがございまして、この

ときに公立保育所に対する施設整備補助

金が削減され、一般財源化されておりま

す。これに伴いまして、厚労省の説明は、

やはり一般財源化されましたので、これ

は地方交付税制度の枠の中で標準事業費

として算入しておると、こういう説明で、

したがって、公立保育所に対する補助金

はなしというような考え方を示しており

ます。

　最後に、小学校の普通教室にエアコン

を設置してまいります。それの入札の関

連のご質問なんですが、先の本会議で総

務部長の答弁にもありましたように、や

はり家庭用のエアコンを設置するという

ようなことと、学校にエアコン、これは

業務用のエアコンであり、学校の現場で

すので、当然２階、３階ございます。そ

こに配管していくためには、例えば足場

の整備とかございます。それの配管に伴っ

て、受変電設備等の接続という、大きな

配管の工事もございます。そういうこと

を考えますと、これはもう建設業の許可

を持つ業者でないとできないと、一般の

小売の電気屋さんでは非常に困難である

ということで、この工事の発注について

は、建設業の許可は２８種ございますが、

そこで管工事と、これで登録されてます

事業者に、それもＡランクの事業者に一

般競争入札をしていただいて、事業を実

施してまいりたいと考えております。

○三好義治委員長　樋上課長。

○樋上警備第２課長　消防署１点目の救

命救急センターへの補助金の廃止と、救

急搬送の状況についてご答弁申し上げま

す。

　平成１８年４月大阪府立千里救命救急

センターが大阪府より済生会千里病院に

移譲された際、５年間という期限つき支

援事業が今年度で終了となります。

　本市消防といたしましては、豊能医療

圏の各消防本部へ問い合わせを行いまし

たところ、千里救命センターの存続につ

いては、現在のところ未定であると聞い

ております。つきましては、今後の動向

を注意深く見ていきたいと考えておりま

す。

　平成２２年中の救急搬送状況でありま

すが、搬送件数は３，６８１件のうち、

三次医療機関への搬送は、済生会千里病

院救命救急センターに２２件、三島救命

救急センターに４８件、大阪大学附属病

院高度救命センターに１４件、そのほか

関西医科大学附属滝井病院に６件、枚方

病院に２件、合計９２件となっておりま

す。また、二次医療機関への搬送数は３，

４４１件、一次医療機関への搬送件数は

１４８件でございました。

　なお、管内医療機関への搬送は、約３

４％となっており、管外医療機関への搬

送が多くを占めているのが現状でありま

すが、本市の保健福祉部、医師会とも連

携をとりまして、解決に取り組んでまい

りたいと考えております。
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○三好義治委員長　本山参事。

○本山消防本部参事　もう１点目の千里

丘東５丁目１１番で発生しました火災と、

千里丘出張所の体制について、お答えい

たします。

　まず、消防署の体制ですが、１日の勤

務人員を最低２５名といたしております。

千里丘出張所につきましては５名の配置

で４人勤務とし、休暇等々が出た場合の

最低勤務人員を３名といたしております。

　本火災につきましては、火災出場時、

既に本署通信室のカメラにて黒煙を確認

しており、炎上の情報が入っておりまし

たので、初動体制として人命救助と延焼

防止の指示を出すとともに、非番員、消

防団員と吹田市消防本部に応援要請をい

たし、消火活動を行いました。

　結果、共同住宅全焼１棟、延焼６棟の

内訳といたしましては半焼１棟、部分焼

１棟、ボヤ４棟でありました。

　千里丘出張署につきましては、火災が

最盛期の状況ではありましたが、到着次

第、隊員３名でありましたが、放水体制

として１線２口の放水体制をとり、後に

人員増の時点で屋内進入により人命検索

を行っており、体制につきましては問題

がなかったものと考えております。

○三好義治委員長　明原参事。

○明原消防本部総務課参事　私のほうか

らは、消防署の体制に関連いたしまして、

再任用消防職員の配置状況ということで

お答えします。

　現在、消防職員につきましては、条例

定数９３名で、実員９３名を配置してお

りまして、うち２名が再任用職員であり

ます。２名とも隔日勤務で消防隊員とし

て正規の消防職員と同様のサイクルで勤

務しておりまして、日々の勤務の中で長

年培われた消防知識や消防技術を若手職

員に伝承しながら、育成指導をしていた

だいております。

　委員からご指摘をいただいております

とおり、平成２３年度の予定といたしま

しては、再任用を２名予定しております。

　内訳といたしまして、２２年度末の退

職者１名と再任用２年目となる職員１名、

計２名の予定でございます。

　配置といたしましては、１名をフルタ

イムでの隔日勤務、１名を短時間勤務で

の毎日勤務をということで考えておりま

す。

　消防職員の再任用につきましては、再

任用の意向調査を実施した後、消防本部

再任用調査委員会で、再任用希望者の在

職中の勤務状況ですとか、現在の能力、

体力、そして、やる気等を客観的に判断

し、採否を決定しております。

　再任用職員を含め、定数の９３名で消

防業務を実施し、高度化、複雑化するニー

ズに対応していくわけでありますので、

全職員に対しまして健康管理、安全管理

には特に指導配慮をいたし、より市民満

足が得られる消防業務を実施してまいり

たいと考えております。

○三好義治委員長　布川参事。

○布川総務部参事　まず、公共施設及び

避難所の耐震化についてでございますが、

先ほど委員のほうからご指摘いただきま

したように、２２年３月末現在で９１施

設、１４４棟のうち８５棟が耐震化になっ

ており、耐震化率が５９％になりました。

　平成２２年度も教育委員会等におきま

しても、学校などの施設に耐震工事を進

めていただき、一定の成果を上げていた

だいていると思います。

　また、避難所の収容施設でございます

けども、同じく２１年度末現在で防災拠

点の６３施設のうち１１１棟ございます

が、そのうち６４棟、５７．７％が、ま

た避難所３０か所のうち１８施設、６０
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％が耐震化を終えております。

　平成２２年度末の数値につきましては、

いずれも新年度に入ってからの関係各課

からの報告をいただいて集約するという

ことになってございますので、正確な数

値はお示しすることはできませんが、一

定の成果を上げられているものと存じま

す。今後とも関係各課におきましても、

耐震化に向けて鋭意努力をしていただけ

るものと考えておりますが、防災担当課

といたしましても、１日も早く防災拠点

や避難所、公共施設の耐震率が１００％

になるよう要望してまいります。

　続きまして、集会所の運営についてで

ございますが、委員ご承知のとおり、各

市立集会所には、光熱水費の基本料金相

当分３万８，０００円を業務委託料とし

て市立集会所受託者にお渡ししておりま

す。

　エアコン、冷蔵庫、物置等の新設、増

設には、それぞれの集会所の実情に合わ

せて当初から受託された自治会での設置

を引き続きお願いしております。

　ご要望の趣旨はよく理解しております

が、現在の財政難の中でも市立集会所を

快適に利用していただくために、建物の

緊急的な維持管理を最優先に行う必要が

ございます。エアコン設置等、その他の

費用につきましては、従来どおり受託さ

れた自治会にてお願いしたいと考えてお

ります。

○三好義治委員長　石原課長。

○石原人事課長　まず１点目、なぜ、こ

の１年で６６０人を下回る職員数になる

のかという問いでございますが、まず、

新規採用職員の人数の決定の考え方とし

まして、定年で退職され、その後、再任

用短時間職員を希望される方、その方々

につきましては正規職員でありますので、

その再任用短時間職員の人数を勘案し、

新規の採用人数を決定しているところで

ございます。計画当時、当初は平成２３

年４月で６７０名程度を見込んでおりま

したが、この平成２１年、２２年度の退

職者のうち、再任用短時間職員を希望さ

れる方が当初の見込みより多くなり、そ

の分、新規の採用人数を抑制いたしまし

て、６６０名を下回る職員数に至ったと

ころでございます。

　次に、今後の定数についてですが、思っ

た以上に早く、この６６０人以下となる

見込みから、今後、各職場の状況の把握、

また、先ほどありました、これから示さ

れます定年延長制度の内容等も含め、見

直すべき項目を点検しながら、職員体制

について再設計をしていきたいと考えて

おります。

○三好義治委員長　林課長。

○林人権推進課長　平和公園を活用した

啓発の取り組みについてというご質問に

お答えいたします。

　平和公園は、１９８６年の国際平和年

に、平和をテーマとして整備された公園

であります。主な施設としまして、市政

方針にもありました、原爆で焼かれた石

のほかに、平和の鐘や、平和のゲート、

祈る子の像などがあります。

　過去に平和の鐘につきましては、成人

式に成人の代表の方が鳴らされたことが

ありますし、祈る子の像については、い

つ行っても折り鶴がかけられて、平和を

祈っていただいているような状況であり

ます。

　また、ことし６月に原爆被害者福祉協

議会が４０周年を記念して、記念植樹を

されるというような催しがあると聞いて

おります。

　ただ、整備されて２５年がたちますの

で、平和公園の設立の趣旨とか、その施

設のことを知らない市民の方もたくさん
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おられますので、公園の担当課と協力し

まして、その辺の趣旨等をＰＲしていき

たいと考えております。

　その中で、いろんな方のご意見をお聞

きして、どのような啓発の催し等がいい

のか、今後、考えていきたいと考えてお

ります。

○三好義治委員長　野口委員。

○野口博委員　２回目の質問をさせてい

ただきます。

　最初の市民税の問題であります。国の

法人税減税の影響は来年度、もし通れば

ですね、少し１年間、影響おそくなりま

すけども、昨今の賃下げ社会の中で、こ

の大手企業は大変なもうけを上げている

のに、実際サラリーマンの方々、国民は

逆に１０年前に比べれば、ある数字では

年間換算で６２万円収入が減っていると

いうことで、異常な賃下げ社会について

警鐘乱打をしております。

　最近、「選択」という保守系の雑誌で

ありますけども、トヨタ等がたくさんの

単価切り下げやリストラで大もうけをし

ている現状をとらえて、こう述べてるわ

けですね。紹介しますけども、この数字

は底辺で、今なお、もがき苦しむ下請部

品会社の悲鳴と苦悩の上に築かれている

ことは周知の事実である。下請いじめは

熾烈をきわめる。まるで部品会社の生き

血を吸うごとく、納入原価を極端に抑え

ていると。こういう言葉をですね、保守

系の雑誌で指摘していますけれども、そ

れだけ大変な状況の中で、しっかり一方

では、もうけている企業に対して、今度

は法人税の５％減税でまけてるというん

です。その財源を摂津市みたいに地方自

治体も、その分出してあげるという、こ

ういう構図になりますのでね、そういう

意味では、国の地方財政対策のゆがんだ

中身というのは、改めて指摘をしておき

たいと思っています。

　そういう意味では、いろんな場で、地

方財源確保というところから、摂津市も

自治体としてものを、ぜひいっていただ

きたいということで、お願いをしておき

たいと思います。

　市民税の差し押さえの問題であります。

個別の案件だからあまり、それに答えら

れないということでありますけれども、

実際、自然に考えて給料とわかっている

のに差し押さえされたと、その前後の脈

絡はあるかもわかりませんけれども、こ

ういう実態だと思っています。

　他市では、この税金にしても国民健康

保険料にしても、分割で払ってるときで

も残高が残っているから一括で返済しな

ければ差し押さえしますとか、こういう

行動もあるわけですね。

　また、最近は国民健康保険料について、

滞納分について、生活保護受給になった

方が申請終わった後、国保課に行って、

滞納国民健康保険料の分割納付の相談を

するという、以前なかった問題、こうい

うこともしながら、本市でも、いわゆる

借金と税金とか公共料金は違いますけど

も、そういうやり方で回収をしている自

治体もありますので、改めてきちっと精

査して、対応をお願いしておきたいと思

います。

　権限移譲の問題であります。なかなか

わからん部分もあるんですけども、橋下

知事はこんなこと言ってるんですね。権

限移譲に消極的な自治体に対してペナル

ティを課すと。こういう発言を行って、

ある面では大阪府の、そういう事務を市

町村に投げてるということも一方ではあ

りますので、ぜひ、その点もきちっと見

ていただいて、先ほど、申し上げた尺度

で対応を改めて求めておきます。

　建築主事の問題は、自立したは自治体
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として探求してほしいと思っている課題

でありますのでね、ぜひ今後、いろんな

場で検討していただいて、早期実施でき

るように進めていただければということ

を思っています。

　それと、その関係で、先ほど障害者の

手帳交付の件で紹介ありましたけれども、

例えば、５２項目の中で、まちづくりに

関係する、この開発工事の許可と、１９

年と２０年の２か年で、２，６３０件、

本市でありますけども、これが来年度、

１年後に移譲を受けるいう点だったり、

屋外広告物の設置許可の事務についても、

５９件ありますけども、そういうような

数の多いところも含めてありますので、

大変心配なのは先ほど申し上げた６６０

人体制、再任用がありますけども、その

少ない人員の中で、ほんまに対応できる

かという懸念をしてますので、ぜひ現場

の実態を見ていただいて、きちっと言う

べきことは言うていただくということで

よろしくお願いをしておきたいと思いま

す。

　市有地の処分問題に関連してのふれあ

いルームの再利用問題であります。

　確かに、財政状況からすれば、そうい

う理屈だと思います。先ほど１回目、申

し上げましたけども、いろんな再認識を

僕らもしましたし、確かにコミプラの、

あれだけの施設ができましたから利用人

数、当然多いかと思います。それは当然

だと思いますけども。あの施設の形態が

ですね、利用しやすい建物だということ

を、ぜひ見ていただくのと、今、中学校

単位で地域福祉の拠点をつくっていくと

いう方針もありますけども、今回も約８，

０００万円の予算が組まれてますけども、

その一回つぶしたら、また新たに最初か

らつくっていくということになりますの

で、そういうことも含めて、地元はいろ

いろ懇談もしたいという話を持ってきて

ますので、適当な時期に懇談の場をまず

持っていただくということでお願いした

いと思いますけれども、その問題につい

て、ちょっとお考えを聞かせていただき

たいと思います。

　女性政策課の問題であります。２点目

の第２期せっつ女性プランの５か年計画

最終年度であります。いろいろ評価され

た中身、到達状況の説明が一応ありまし

た。僕らも男性の一人として、いつも女

性にはお世話になっておりますけれども、

日本の独特の男尊女卑というところは、

自分自身考えても、なかなかなおらない

部分も、当然ありますけれども、先ほど

申し上げた職員意識の改革だとか、市の

職場がモデル職場として啓発していくん

だとか、いろんな今後の課題方向があろ

うか思いますけども、ぜひそのことが達

成できるように、いろんなご意見も聞い

ていただきながら、より充実させてほし

いということで、お願いをしておきます。

　あとＤＶ状況で、事前に聞かせていた

だいてた最近の相談事で、高齢者が多い

いうことはですね、大体予測ができます

けども、団塊世代が退職されて、家に残っ

ているということはあるんかなと思って

おりますけども。ぜひいろんな状況、変

化に応じて対応できるように努力をお願

いしときたいと思います。

　救急医療の問題であります。実態は、

担当課長のほうから今、紹介もありまし

たので、それ以上はないんですけども、

３億５，０００万円の千里救命救急セン

ター支援補助金が今議会で廃止をされた

中身で提案をされたわけであります。

　千里救命救急センターの病院なり労働

組合が取り組んでて、豊中とか、豊能地

域で、こういうビラもつくられて、署名

を集めて府知事に要望書を提出すると。
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　北摂、豊能の救命救急医療を守る会と

いうことで取り組んでまして、３億５，

０００万円の府の補助金があるからです

ね、ドクターカーも１台買えて、大体そ

の収支もとんとんでいけると、これがな

くなければ経営的にも赤字が出るという

ことも紹介しながら、運動を広げており

ます。

　三島救命救急センターの、この４，５

００万円問題も地元の方々が２年間運動

をしてきまして、それで今のところストッ

プさせているという状態であります。

　千里救命救急センターのほうは３億５，

０００万円がなくなったら大変ですから、

豊中市だとか吹田市など関係自治体は相

談もしているかと思いますけども、それ

で補てんしようかとかですね、そういう

対応を含めて検討されてるということも

聞いておりますので、ぜひ詳しい内容を

つかんでいただいてですね、市としても、

先ほど紹介された千里救命救急センター

２２件の方がね、平成２１年度実際にお

世話になってるわけでありますから、ぜ

ひまあ一緒に働きかけをするような方向

で取り組みを進めていただきたいと。ち

なみに三島のほうは摂津も医療圏に入っ

ておりますが、５件に１件が断れると。

当然千里救命救急センターのように病院

も併設してませんから、わずか４１床の

ベッドしかありませんので、ここに現状

でご承知のとおり、この三次救命で対応

しなくてもいい二次救命救急センターに

来るような方々たくさん利用されて、そ

ういう５件に１件断るという事態に至っ

ておりますので、それと見ていただきな

がら全体としてはこの地域の救急を守っ

ていくということがありますけども、ぜ

ひ声を上げていただいてですね、進めて

いただきたいと思います。

　それで関連して、この前、市長に対し

てもこの豊能の医を守る会のほうから申

し入れをされてきてます。市長として動

きをしてほしいということもお願いして

おりますけども、もしその辺のことがわ

かればですね、ちょっと教えていただき

たいと思います。

　火事の問題はわかりました。災害対策

で質問し、答弁もありました公共施設の

耐震化などについてはですね、１年前の

数字で新しい数字は年度明けてくるとい

うことがありますけども、ぜひ、お金も

かかりますけども、担当課としてこうい

う課題を決めてるわけでありますから、

５年間でこうするとか１０年間でこうす

るとかですね、そういう目標がちゃんと

あれば、もう少し地方自治体で取り組め

るという、そういう条件になろうと思い

ますので、ぜひそういう角度からきっち

りと中長期の計画立てるように努力をし

ていただきたいということをお願いして

おきます。

　指定管理者制度の問題であります。お

話がありましたように、指定管理を導入

したときの考え方から幾つか変更になり

まして、ご紹介があったように公共サー

ビスの水準の確保ということを第一にし

て通知がなされてきてます。この間、管

理者制度が導入されて各地でいろんな事

件も起こっておりますし、そういう到達

状況を見て、国はそういう通達を行った

ということだと思いますけども、ご紹介

あったようにそこで働く労働者の労働条

件についても、労働法令を遵守をすると

いうこともちゃんと受けとめていただい

ておりますので、そういうこともきちっ

とこれから３年間の具体的な作業の中で

見ていただいてですね、チェックをお願

いしておきたいと。当初は国のほうも費

用の削減というのを大きなテーマに、中

心テーマにしてましたけども、そういう
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点からすればですね、長年市が多くの費

用を出してつくった団体に今指定をして

委託をしておりますけども、３年間当然

いろんな形で方針もつくられて市のチェッ

クも入り、検討会も設置をされていろん

な会議がなされていくだろうと思います

けども、それとてなかなかですね、経費

だけで判断されたらかなわないという状

態は予測できますし、改めて先ほど言っ

た公共サービスの問題だとかですね、働

く労働者の雇用条件の問題だとかに加え

ましてね、実際、指定管理者のところで

市の高齢者もたくさんの方が仕事されて

おりますから、そういう状態がなくなる

可能性もありますのでね、ぜひ現状の団

体で引き続き継続してやっていただくと

いうところも一つのポイントとして進め

ていただきたいと思いますけども、それ

だけご答弁お願いしておきたいと思いま

す。

　財政問題です。大体まあそういうこと

だと、厳しいと思います。確かにこの数

年間見ますと、平成１７年度のこの大変

厳しい状態を一応乗り切って今日に一応

来ておりますけども、毎年その１１億円

の一般財源として活用できる市債、借金

でありますけども、こないということは

大変なですね、市としても財政運営上い

ろんな問題を考えていくことになろうか

と思うんです。

　そこで、これから中期財政見通し、昨

年度の決算を見て再修正されると思いま

すけども、昨年の決算を見て立ててる平

成２８年度、これは臨時財政対策債も地

方交付税も現状どおりで、これ前提につ

くっておりますけども、マイナス赤字と

して１７億円の赤字が生じますよという

数字であります。基金については、先ほ

どお話があった平成２１年度決算の５０

億６，０００万円が平成２６年度には枯

渇するという数字がありますけども、こ

の辺の数字的な動きについてですね、な

かなか答えられない部分もあろうかと思

うんですけども、大体どういうふうにお

考えなのかですね、少し突っ込んだご答

弁をいただければと思います。お話にあっ

た平成２５年ぐらいからの職員の定年の

延長問題もありますのでね、いろいろそ

の新しい条件の変化もありますのでいろ

んな計算しにくい、出しにくい面があり

ますけども、大体どう見てるのか、少し

お考え示していただきたいと思います。

　それと健全化比率の問題ですね。この

間はずっと、より健全化の方向に進んで

きておりますけども、四つの健全化比率

をどう見てるのか、あわせてその辺の問

題をお示しいただければと思います。

　２００８年の福田内閣当時から、参議

院選挙敗北後、いろんな補正予算組まれ

た問題についてはですね、もう結構です。

ただ注文としてはいろんな名目の交付金、

基金がありますけども、より市民の暮ら

しという点で、現時点でこの基金を使っ

てするかというところではですね、より

厳密な専門的な検討をしていただきたい

と、どのことは言いませんけども、そう

いうことでお願いしておきたいと思いま

す。

　人件費の問題であります。説明で６６

０人を下った理由に、短時間の再任用の

方が予想以上にふえられたという説明で

あります。いただいた資料でことしの４

月１日見込みの数字でいきますとですね、

総職員数は１，１３３名ですね。定員管

理の職員数が６５６人ですね。プラス再

任用の短期の方が５５名で合計７１１名、

６２．７％。非正規、非常勤職員だとか

臨時職員のほうですけども合わせて４２

２名、３７．３％であります。こういう

職員構成に見込みとして出されてるわけ
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であります。そこでですね、この６６０

人にするための前提条件がいろいろとく

る理由として、この間示されてきてて、

事務職ではまだまだ多いということで６

割補充しかしませんよと、現業はゼロに

しますよということできてます。

　そこで、ちょっといろんな資料見ます

とね、摂津市の人件費がどのくらいかと

いうことでちょっと見てみたんですけど

も、いつも吹田の事務局につくっていた

だく資料でいきますと市税総額に対する

人件費の比率ですね、摂津は平成２１年

度決算では３６．８％なんですね。これ

はですね、この構成率見ますと府下３１

市最低なんですね。それだけ占めてる割

合が一番少ないということが一つありま

す。

　それで、歳出総額に対する構成率見ま

すと３１市中、下から１１番目、３分の

１ですね。市民一人当たりの人件費見ま

すと、これも下から１０番目ということ

で、なべて言いますとそんなに人件費に

対してお金は投入されてないと、努力し

て頑張ってきてると、行政も努力し職員

も協力しているという姿、数字上は出て

ると思ってます。

　中身をいますと地域手当の６％、１０

％問題がありますけどもね、こういう状

況ですので、財政的な一番のポイントで

職員削減ということをいつも言われてま

すけども、こういう数字もありますので

ね、それだけ貢献してるということであ

りますので、短時間の再任用の数がふえ

て結果として６６０人を下回ったという

状況かもわかりませんけども、こういう

状況を見ていただいて、これ以上のワー

キングプアをふやしていいのかというと

ころをきちっと見ていただきたいと思い

ます。非正規や臨時職で働いてる方々の

中でも、そのお金で生活しているという

方も当然おると思います。ところが、そ

の方々はワーキングプアとして、２００

万円以下で生活をするということになり

ます。今全国的には民間もそうでありま

すけども、公務員の中でも自治体労働者

の中でもワーキングプア問題ができて、

大きな社会問題になって組合もできてで

すね、裁判も幾つかどこでもやられてま

す。そういう意味ではこの人件費、職員

の問題についてはいつも言いますけども、

ただ単に財政が厳しいから、一番の焦点

を人件費削減に求めていくということを

やめてですね、まずその前に適正な職員

数はどうなのかという立場から、その現

場現場で論議をしていただくと。そこで、

自分のかかわっているその公共サービス

が市民的にどういうふうに影響あるのか

と、自分のその仕事を市民とともに検討

するという、こういうことをしながら自

分たちで足元から論議をして、適正な職

員数というところは見つけ出してほしい

ということをぜひやってやっていただき

たいと思いますけども、ちょっとお考え

をいただければと思います。

　総合計画の問題です。まあいつも言っ

てますので、平行線でありますけども。

先ほど担当課長のほうでは今後１０年間

勝負の年であり、大切な１０年間という

言葉を使われました。まあ極端なことは

言いませんけども、先ほど１０年前の状

況をお話しました。うがった見方をすれ

ばですね、いろんな取り組みされてきた

けども失われた１０年と、反省すべき１

０年ということもいろいろと思ってます。

　借金全体で見ればね、たくさんの借金

をつくってきたから毎年毎年新しい借金

を繰り返しても、元金償還が高いから自

然とその一定でということでありますけ

ども、借金は減ってくる関係になります。

１０年前、平成１０年の借金が、これは
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まあ一般、公共下水、水道も含めてです

けども１，０８７億ありました。市民１

人当たり１２７万円だったのが、新年度

予算、いわゆる平成２３年度末見込みで

いきますと７１３億円。１人当たり８５

万まで低くなってきました。まだまだ高

値安定という言葉はおかしいですけども、

まあ多くの自治体そうですけども、摂津

もそういう状況であります。

　先ほど平成１０年のこと少し触れまし

たけども、平成１３年度がね、市民プー

ル廃止申し上げました。前年の水道、下

水について、この年は水道料金も１４．

４％値上げをされました。当時の助役２

人制が敷かれて、しかし６月にこの方は

辞任されるということもありました。大

きな問題になったのは旧梅丹用地を４億

円で買い戻し、公園にするということも

ありました。まあこういうことで過去１

０年間は出発しております。くどくど言

いませんけども、課長がおっしゃったよ

うに、いわゆる地方自治体の仕事である

福祉を十分増進させるという立場でね、

市民と一緒に協働が進むように、そうい

うことで頑張っていただきたいというこ

とでエールを送っておきますので、よろ

しくお願いします。

　ちなみに、現状の市民生活実態を言っ

ておきます。今、就学援助金制度がね、

いわゆる所得基準でいきますと収入ベー

スで５００万ぐらいの方もその範囲に入

るわけですけども。詳しくまだ分析して

ませんけども、その５００万前後の収入

の方の家庭が少なくなってきて、まあ２

００万の家庭が多くなってきてるという

話をされてます。そういう影響もありま

すけども、平成２０年度４月当初でこの

就学金援助金制度、当初予算をすぐオー

バーしまして今回補正で１００口１，０

００万円ですね、予算が補正として提案

されてます。そういうことだとか、いつ

も言ってますように税金おさめてる方々

の所得金額が一番直近の数字では２９３

万６，０００円であります。これは下か

ら門真、泉南、大東、泉佐野についで５

番目であります。これだけ平均所得がま

だまだ低位だということもあります。先

ほど申し上げた職員人件費の市税に対す

る構成率も最低だということもあります

ので、こういう数字、実態をきちっと見

ていただいて、今後１０年間進んでいた

だきたいということで申し上げておきた

いと思います。

　平和の問題はおっしゃるとおりぜひ検

討していただきたいと思います。

　いつも文化ホールの展示室のほうを使っ

ていただいて、関係団体が努力し、行政

も入っていただいて、そういうじきじき

に取り組みをしておりますけども、もっ

ともっと、規模を広げていただく方向で、

おっしゃった方向で一回検討していただ

きたいということでお願いしておきたい

と思います。

　集会所の問題です。理屈、考え方はわ

かります。実態は先ほど言いましたよう

に多くのところで暑い中でですね、エア

コンもスイッチできないでいろんな集会、

都度やってるということも一方で事実が

あるわけですね。ぜひまあ一回その必要

性という点ですね、ただ単にその３万８，

０００円を渡してるからじゃなくて、実

態を一回調査していただいて、ほんまに

その集会所の利用頻度もつかんでおられ

ますから加味していただいてですね、そ

の必要性について現場チェックをしてい

ただいてね、ぜひ対応をしていただきた

いということを注文としてお願いしてお

きたいと思います。

○三好義治委員長　答弁を求めます。

　山本次長。
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○山本市長公室次長　指定管理者に関す

るご質問にご答弁を申し上げます。

　摂津市として趣旨目的をもって立ち上

げた外郭団体であるのではないかと。そ

の趣旨に従って、今後３年間指定管理に

関する指針を策定するに対して、そのあ

たりの趣旨目的を加味していろんなこと

を検討してはどうかというようなご質問

であったかと思います。

　我々といたしましては、委員の選定と

かがありますので、時期は少し未定でご

ざいますが、来年度からスタートいたし

ます検討委員会において事務局といたし

ましては、現時点では白紙の状態で挑ん

でおります。やはり指定管理の原則は公

募ということも念頭に置き、外郭団体の

設立の経過も念頭には置いておりますが、

すべてにおいて白紙の状況で臨んでいく

予定でございます。

　また、現在、各団体のほうが経営強化

等の指針をおつくりになってる真っ最中

だと思います。先日、本市の事務局の持

つ福祉であれば、福祉関係各課等々と私

のほうとで意見交換をいたしまして、取

りまとめる政策推進課といたしましては

その指針に当たって、やはり現状外郭団

体等の職員さんが、この制度は原則公募

であるということを念頭に置いて指針を

おつくりになっておられるのか、また委

員のほうが先ほど申されました特命とい

うことを各方面において理解をいただく

のであれば、どのようなところが各法人

としてその指針に盛り込めるのかという

ことを基本原則としておつくりいただき

たいということは私のほうから直接では

ございませんが、本市事務局担当者とは

意見交換をしているところでございます。

　それと指針に当たっては、やはり内部

分析をしていただきたいと。類似法人等々

とお比べになられて、北摂各市でも結構

でございますが、我がほうの外郭団体に

どのような問題点があるのかないのか、

その辺も自己分析をしていただくように

担当のほうからお声をおかけくださいと

いうような事務連絡として、担当課とは

意見調整をいたしているところでござい

ます。近々各事務局を通じて、政策推進

課のほうに各法人さんの指針が提出され

るものであるということになると思いま

す。その指針を受けまして、今後３年間

スケジュールどおりのお示しをさせてい

ただいているスケジュールに従い、我々

としては事務を進めてまいりたいという

ふうに考えております。

○三好義治委員長　有山部長。

○有山総務部長　ふれあいルームのとこ

ろで、住民から要望が出ているというこ

とでございますが、この要望、多分現在、

住民要望の窓口であります自治振興課の

ほうで受け付けをしているというふうに

思います。私どものほうでは、今その要

望書そのものを確認いたしておりません。

内容を確認させていただきまして、その

対応をしてまいりたいというふうに思い

ます。

○三好義治委員長　羽原公室長。

○羽原市長公室長　適切な定員管理とい

う、ご質問でございました。

　私も人事管理、定員管理、長いことやっ

ておりますが、定員管理は非常に難しい

テーマでございます。各自治体ともある

種、永遠の課題というような形で取り組

んでおるのかなというふうに思います。

ただ、ここへきて少し定員の考え方とい

うのは変わってきたように思います。

　例えば民間でも、あるスーパーであれ

ば、パートの管理職が生まれるというよ

うなニュースも聞きますし、従来のいわ

ゆる正規職員、正規社員の穴埋めの補充

としての臨時非常勤ということから、少
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し様子は展開してきてるのかなというふ

うにも思っております。ですから市の現

状、非常に臨時職員、非常勤、片方では

確かにふえておりますけど、それを一概

にだめということではなく、どういうふ

うにプラスの方向で考えられるのかとい

うことも含めて検討してまいりたいと思っ

ております。

　ただ、現実にはやっぱり公務の特性、

いろんな個人情報を扱っておりますし、

権力行為もあります。そういう特性もあ

ります。また片方に一応公務員法のやっ

ぱり制限枠というのがございますので、

そういうものとの関係性も十分踏まえて、

職場の実態をもう一度押さえて今後どう

いうふうな定員管理が望ましいのか、一

度再設計をしてみたいと考えております。

○三好義治委員長　北居消防長。

○北居消防長　緊急医療体制についてで

ございますが、三次救急医療体制といい

ますのは委員のご質問の中にもありまし

たけども、大阪府の保健医療計画の中で

は、大阪府の事業として位置づけられて

おります。また、この市におきましては、

保健福祉部で所管する事務でありまして、

府の補助金終了の件に関しましては、消

防として先ほど警備課長が答弁した部分

でしか把握しておりませんし、その後の

申し入れ等の情報についても得ておりま

せん。

　しかし、この現場救急隊にとりまして

は、三次機関へ搬送するということは一

刻を争う事案となります。ですから当然、

千里救急救命センターの運営が維持され

るよう望むものでありますが、もし補助

が廃止になった場合におきましても市民

の安全、安心の確保のため救急医療体制

に影響が及ばぬよう努めてまいりたいと

考えております。

　具体的に、消防サイドとしてはどのよ

うに見ているのかということですが、大

阪府から済生会のほうへ救命センターを

移管したときにですね、５年間の補助金

を出すと、それが２２年度終了する。し

かしもう一つ国からの補助金、これが年

間１億１，９００万円ですが、この分に

ついては存続すると、このように聞いて

おります。したがいまして、病院そのも

のの運営はやや、ややという言葉が的確

かどうかわかりませんが、やや支障はき

たそうとも、これは希望的な部分が入り

ますが、受け入れ態勢は存続されるので

はないかという見方もございます。

　いま一つは、本会議にも出ておりまし

た二次医療体制の充実です。軽症患者が

二次医療機関へ集中すると、結果、重症

以外の患者が三次医療機関へ流れ込むと

いったこの現状につきましても、所管す

るのは保健福祉部、それと医師会でござ

いますが、それらと連携を取りまして消

防といたしましても、三島保健医療協議

会という同じテーブルでの議論をしてお

りますので、この解決に向けて取り組ん

でまいりたいと考えております。

○三好義治委員長　それでは中期財政見

通しと、これからの財政運営の考え方に

ついて、副市長。

○小野副市長　トータルでお答えしたい

と思います。本会議でも若干言わせても

らったんですが、ちょっと具体的に若干

いいますと、つい最近、総務省に帰る、

これキャリアですけども、近隣市の副市

長やっておられる人とちょっと出会う機

会がありまして、彼がこういうことを言っ

ておりました。総務省、国はもう助ける

力はないし、助ける気持ちもないと。つ

ぶれるんであればつぶれたらいいと。も

う総務省とかそういうとこは出てきませ

んよと。小野さん、私、総務省へ帰りま

すけども、このこと期待はしてもらった
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らだめだと思いますと。こういうことを

つい最近言われまして、まあ肝に銘じて

おきますということを言ってました。

　この月曜日ですね、ちょっと市たばこ

税のオーバーフローする金が多分３倍か

ら２倍になりましたので９億円程になり

ますんで、市の事業ということではなく

て府の事業で、都市整備部、土木下水道

部等々で精査して、大体約二十項目ほど

持っていきました。副知事と会っておっ

たんですが、副知事も、これをもらって

も実は４分の１しか残らないんだと、大

阪府も交付団体なんだと。だから９億円

もらっても２億しかないんだと、それ小

野さんわきまえといてもらわなあかん、

というような話がありましてですね、そ

れで一応、副知事はテーブル受け取って

くれましたんで、もう１人の副知事とよ

く相談した上で、まあ厳しいけども、ま

あまあノーとは言いませんが、期待もし

ないでくださいということでしたが、強

く申し入れをしてまいりました。

　その後に、私、大阪府の総務部長とこ

へ行ったら、彼がおりまして、これはま

あ橋本行革の一番のリーダーであるんで

すが、こう聞かれたんです。「小野さん、

中学校給食はどうするの。」と聞かれた

んですね。それで、「どう言うてんの、

府知事」はと聞くと、いや、もう府知事

は本会議場で言うたと、やってくれると

ころはこれこれこれこれ、やってくれな

いところはこれこれと、もうはっきり明

示してると。まあやはり府知事らしい、

けんか相手をつくってですね、いつマス

コミに発表するかわからへんような状況

ですね。そのことと、それから行政職俸

給表（二）問題です。行二表問題を小野

さんとこ、どう考えると。大阪府はやっ

たよと。これ４３市町村全部残っておる

よと、これパイの論議なんです。したがっ

て、私まだ、その答えられる問題ではあ

りません。したがって、まあそういうこ

とも含めて、私、来年度に向けての中身

で、野口委員もわかってもらっておるん

だなあということで、ありがとうござい

ますと申し上げなあかんのですが、ただ

し、あの中期財政見通しの中に入れてな

いのが、ＪＲ千里丘駅西口の再開発があ

ります。それから連続立体交差があって、

まあ一番大きなこの問題を全く予算に入

れてはおらないはずなんです。

　それで、これは駅前等再開発特別委員

会でも議論になりますが、地権者は自分

の開発をやるということもいわれており

ます。そうしましたら、あの狭あい道路

をどうするかということは逃げられない

というようなことがあります。そんな問

題、それから連立事業は、これもまた相

当前向きな議論で私はさせてもらってお

ります、これ絶対やらなあかんと。ただ

し、これ３２５億で５０億と言っておっ

たはずです。この問題を全くまだ入れて

おらない、バスの確保の問題も入れてな

い、安威川以南のコミュニティセンター

も何も入れてない、まあ入れてないもの

をたくさん持ってます。この整理をどう

できるかということと、さっき言われた

赤字特例債が１１億ずつ２年見てました。

これが落ちてくるということですから、

中期財政見通しを早くやらなきゃならな

いんですが、私は思うのは、平成１７年

のあの苦しみに合うわけにはいかんとい

うふうに思います。きのう見ておったら、

単独扶助費と扶助費の横出し部分が出て

きました。あんなことまた持ち出してで

すね、また議論するようなことになった

ときに、大変なことになるなというふう

に思います。

　したがって、私は基本的には４月に入

れば市長もそれで行こうということで基
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本的になると思いますが、やはり歳入に

見合った歳出を組まざるを得ないという

ふうに思います。だから、あれもこれも

ということで、中途半端に出していくこ

とは多分できないだろうと。したがって、

北野次長が言いましたように基金はでき

るだけ温存しておかなければ、この連立

問題にしろ、もしもＪＲ西が少しでも動

くとか個人開発が始まったときに、全く

本市が乗り出さないというわけには多分

いかないだろうと思いますので、やはり

基金を温存する、そして公債発行は借金

の見直しということでなくて、今まで議

論してもらった償還の範囲内ということ

になってましたが、あの辺のところを十

分見た上で、ここの原則に立ち返るとい

うことが私は２６年、２７年までの形、

そして総合計画の３２年までのところに

ついては、この前言ってましたようにちょっ

と非常にショックやったのは、北摂６市

がすべて人口が伸びたのに、摂津がやは

り多分社会減でありますが、１，３００

人減っているというこの現状は、きちっ

と押えるべきだというふうに思っており

ます。

　したがって部長プレゼンを夏場ぐらい

にやると思いますが、市長の指示で言わ

れてるのは、定住とかイメージアップと

かですね。今やるべきものと、もうちょっ

と我慢、ちょっと中断させてくださいと

か、道路整備についてでも、ここはどう

してもやらなあかんとかですね、そうい

うことをはっきり我々がメッセージを出

さない限り、人員問題も解決しない、だ

からどこに集中するかということだと思

います。

　過日、あるところから言われてきたの

は、やはりその今言われました税の問題

とか、歳入を確保するか歳出カットをす

るかですから、国民健康保険に職員を入

れれば、必ずこれは、やり方間違ったら、

また野口委員が言われますが、きちんと

した整理さえすれば歳入増につながる、

一般会計の繰り出しは若干とめられる。

生活保護の市の歳出が、何も厳しいこと

言うてるんじゃないですよ、きちっとし

た実態調査も始めて、本来生活保護に行

く人はやっぱりこれ職員なんですね、ア

ルバイトじゃだめだと思いますから、プ

ライベートですから。そういうところに

やはり重点に入れようとすれば、事業を

整理しない限り、これは担当部としても

人事課に対して人をくれといいますが、

私はこのことを４月の当初に部長会、全

部課長を集める中で、市長もメッセージ

を発信すると言われてますんで、担当部

だけの責任にできないと思います。これ

は市の方針として、大きなことをやって

考えないと、私は平成１７年のあの苦し

みがまた襲ってくる可能性が極めて高く

なったというふうに見ておりますので、

その中で定員問題、その中で事務事業問

題というふうに一度整理をして、そして

２３年の中期財政見通しの中で、私はき

ちっとお出しをした上で議論させてもらっ

て、この方向に進ませてくださいという

ことを平成３２年の定住というイメージ

の中で議論をしなきゃならないというふ

うに思っておりまして、まあきょうの野

口委員の議論も聞かせてもらっておりま

して、つくづくそういうことを感じてお

りますので、何も厳しいことをするとい

うことじゃなくて、はっきりと意思を出

すことが今必要だということを考えてお

りますので、副市長として、そういう基

本的な考え方を持って提示をさせていた

だきますということを答弁とさせていた

だきたいというふうに思っております。

○三好義治委員長　野口委員。

○野口博委員　副市長のほうから、るる
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お話がありましたが、それはそれとして

受けとめていきたいと思います。

　救急問題で、この前、市長に、「北摂

豊能の救命救急医療を守る会」のほうか

ら、申出があったと思うんです。感触で

は、もう、すぐ文章をつくって大阪府に

何か申し出をしたということかなと思っ

てるんですけども、ちょっとその辺のこ

とが消防長の答弁以上のものがあるなら

ばしていただきたいと、なかったらとまっ

てるということあります。まあそれ理解

してますけども、ちょっとお願いしたい

と言います。

　あともう最後ですから、余り言うこと

はありませんけども、先ほど紹介しまし

た山口課長が勝負の１０年とおっしゃい

ましたので、何回も申し上げますけども。

副市長のほうからその財政状況の厳しさ

というのは紹介ありましたけども、そう

いう側面、当然僕らも認識はしておりま

す。しかし、先ほど申し上げたように一

方では８万４，０００市民の方がこうい

う実態で生活をしているわけですから、

そこをきちっと押さえていただいて、い

つも申し上げますけども、市民の暮らし

をしっかり支えるんだという基盤は押さ

えていただいて、その上でいろんな物事

の決定は市民に返して、多くの市民の方々

の賛否に基づいて物事を進めていくとい

う納得と合意の行政を進めていただきた

いということを申し上げて終わります。

○三好義治委員長　この場で暫時休憩し

ます。

（午後２時４３分　休憩）

（午前２時４４分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　先ほど、救急救命の豊野地区からの千

里救命センターの要望については、もう

答弁はいいということです。

　次、三宅委員。

○三宅秀明委員　もう既に数多くの議論

が交わされておりますが、まずこの予算

の編成の時点を振り返らせていただきま

すと、昨年一定の企業業績の回復が見込

めるという段階で編成をされてると。し

かし、ここ二、三か月の間に中東、北ア

フリカ、チュニジア、エジプト、リビア

等々でさまざまな変化が起こっており、

またそのスピードが恐ろしいまでに早い

ものであります。もう既にご承知のよう

にこの１か月程度でガソリンが２０円余

り上昇し、４月からは小麦が１８％値上

がりすると。これまで砂糖やコーヒーに

至っては、物によっては２倍を超える値

上がりが起こっております。そういった

状況を考えますと、この企業業績の回復

は限定的に終わる恐れもありますし、昨

日のアメリカ市場ではダウ平均が２００

ドルを超える下げを見せております。円

高は相変わらず続いておりますので、な

かなかこの企業業績については不透明感

が強いという前提を今持っておきたいと

考えています。その状況ですので査定段

階でこの予算について、金額については

絞りに絞って編成されていると確信をし

ておりますので、現在先ほど来の議論に

もありましたが、採用、退職等踏まえた

人件費等の問題もあると、そういう現状

を踏まえて事業そのものの方向性につい

て中心にお伺いをしていきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。

　まず、予算概要を基準にさせていただ

きます。

　１０ページでございますが、人事課ご

所管の創造的人材育成事業になります。

先月下旬、副主査、副主任級についての

制度の改定が行われたというふうに聞い

ております。先ほどの川端委員の議論に

もありましたように、これまでも研修等

ではさまざまな改革がなされてきておる
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と承知をしておりますが、今回のそうい

う副主査、副主任の制度改正を取り入れ

られた背景についてご答弁をお願いいた

します。

　次に、概要の１４ページ及び１６ペー

ジ、ともに法制文書課になりますが、１

４ページでは法規事務、また１６ページ

では情報公開事務があります。総合計画

においても市民への情報公開については、

力を入れるというふうな表現がありまし

た。その中で、この４月から法制文書と

いう課が総務課に衣がえをいたします。

この法制文書という課は、これまでも部

長会等で条例改正等につきまして法制文

書に確認を取るようにという指示があり、

またここの委員会を初めとする各委員会

でも条例等で疑義が生じたときに、数多

くその見解をお示しになられたことと承

知をしております。そういった経緯を踏

まえた上で、これからこうした状況につ

いてはどのような対応がなされていくの

かお伺いをいたします。

　次に、概要の１６ページ。１４ページ

から続く秘書課のご所管になりますが、

ホームページ事業であります。備考には

ホームページの管理運営とありまして、

また同じく総合計画では将来の姿として、

月間のホームページのアクセスを３５万

ページとされております。このアクセス

数を上げようと思いますと、普通に情報

更新してるだけではなかなか変化は起こ

りません。以前、本田君が活躍したとき

等のような大きなトピックスがあれば、

はね上がることはあります。この将来の

３５万という数字を見たときに、やはり

この２３年度から何かいろいろな取り組

みを行っていかなければならないと思い

ますが、お考えがあればお聞かせくださ

い。同様に、携帯サイトも取り組んでお

られます。今後携帯電話はスマートフォ

ンが主流になっていくことがほぼ確実で

ありまして、スマートフォンと普通の携

帯では通信に差がございます。場合によっ

てはこの携帯サイトをどこかの時点で一

本化するということも視野に入れるべき

ではないかと考えますが、この点も合わ

せてお伺いいたします。

○三好義治委員長　暫時休憩します。

（午後２時５１分　休憩）

（午前３時１７分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　三宅委員。

○三宅秀明委員　それでは概要の２０ペー

ジ、情報政策についてお伺いします。以

前、箕面市が旧型のパソコンを無償で大

量に譲り受けたというニュースがありま

した。さらに最近になって、そこにフリー

ソフトを活用し始めているというニュー

スを伺いました。フリーソフトについて

はコスト面においてメリットはあろうか

と思いますが、サポート等の面では不安

が感じられます。担当課としてこういう

手段についてはどうお考えでしょうか。

　次に、そのセキュリティについであり

ます。池田市が昨年１０月からシンクラ

イアントの導入を始めていると聞きまし

た。これについては、本市はどうなって

いるのかお伺いをいたします。

　次に、概要の２２ページです。先ほど

野口委員の議論でも若干ありましたが、

女性プラン推進事業等に係ります今回プ

ランの推進及び改正プランの策定に取り

組んでいかれるということで、どのよう

に行っていくのか、タイムテーブルや人

選などについて、まずお伺いをいたしま

す。

　次に３０ページです。納税課ご所管の

収納事務です。やはり野口委員の議論で

もありましたが、納付方法、市税等です

ね、コンビニ納付等がありましたが、こ
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の効果についてこれまで窓口納付から口

座振替ができ、そしてこのコンビニ納付

ができ、この辺の一連の効果がわかれば、

その範囲でご答弁をお願いいたします。

　次に、概要の３４ページです。こちら

には、今回大阪府議会議員選挙と府知事

選挙が記載されております。以前、同一

年度の複数の選挙につきまして、一括で

契約することはできないかという点につ

いてお伺いして、その折検討課題であろ

うという趣旨のご答弁をいただいていた

と記憶しておるんですが、今回こういう

記載があります。その後どうなったのか

お伺いをいたします。

　次に、同じくこのたびの機構改革で法

制文書と同じく総務課に移管、再編され

る予定でございます。まさにこの選挙と

いう大きな事務事業の真っただ中に引き

継ぎ等が行われることになると思われま

すが、どのように取り組んでいかれるか、

事前、また事後についてお伺いをいたし

ます。

　次に、９６ページです。消防総務課で

消防職員教育訓練派遣事業がございます。

２月の末でしたか、新人の方が退職をさ

れたというふうに存じております。この

経緯についてご説明をお願いいたします。

　次に、９８ページです。予防課ご所管

の予防活動推進事業というところですが、

いよいよ住宅用火災警報器の設置期限が

迫ってまいりました。過日はアトリウム

南摂津で防火フェアも開催されて、多く

の市民の方々が参加しておられたのを拝

見しております。この防火フェアはまさ

にこうした事業の推進、周知していただ

くのに最適なタイミングだったと思いま

すが、この火災警報器について、現状ど

こまで設置が進んでいるか、把握してい

るレベルでご答弁をお願いいたします。

　次に、１００ページです。これは救助

救急等に係ってくる話になるんですが、

昨年の猛暑等いろいろな自然災害等が、

予期せぬ災害、環境の変化が起こってお

ります。まさに熱に関しては搬送される

方はもちろんですが、搬送する隊員の方

の安全管理も一つ重要な課題となってこ

ようかと思いますが、この点についてど

のように現状を取り組まれているかお伺

いいたします。

　そして、最後に１０２ページになりま

す。総務防災課ご所管で、自主防災組織

支援事業を初めとする防災についてであ

ります。先ほどの話でもありますが地震

を含めて、最近予期せぬ自然現象が多発

しております。昨年の猛暑もそうです、

年末年始の豪雪もそうですし、また大雨

もあります。まさにこのような状況です

と、本庁と消防という防災の連携はもち

ろん必要ですが、さらに復旧・復興等さ

まざまな点を考えると、水道や環境セン

ター、また学校、教育委員会、図書館等

を含めた一体的なプロジェクトチームの

ようなものを常設的に連携する機関とし

て設置するのも必要と考えられますが、

いかがでしょうか。

　以上、１回目です。

○三好義治委員長　石原課長。

○石原人事課長　副主査、副主任制度改

正の背景でございます。副主査、副主任

級につきましては、平成１７年度給与構

造改革により、平成１９年度に本市にお

きましてもそれに基づきまして、給料表

の見直しを行ったところでございます。

その際に１級から９級の給料表のうち、

４級に副主査級を新設したものでござい

ます。当時、副主査、副主任の昇任選考

につきましては在職年数８年、３５歳以

上という年齢資格を設けておりました。

また、係長が５級になるんですけども、

そちらのほうが８年、３０歳という年齢
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の資格がありまして、給料表からいいま

すと年齢が逆転しておる現象がございま

したので、今回副主査級につきまして在

職年数３年、年齢では３０歳、かつ３級

の１２号以上というところで今回受験資

格の見直しを図ったところでございます。

○三好義治委員長　奥参事。

○奥総務部参事　法制文書課が総務課に

なるということでのご質問でございます

が、課の事務分掌といたしましては、法

制、今の文書法規の所管と選挙関係のも

の、市史編さん、庶務的なものというこ

とで、かなり分掌が広がるわけでござい

ます。それぞれは職員が現在、仕事をし

ております。適切な人材を配置していた

だくこと、それと課長代理が管理職にな

るということでございますので、力を全

員合わせていけば今のレベルは維持でき

ると考えております。

○三好義治委員長　井口参事。

○井口市長公室参事　それでは、ホーム

ページに係りますご質問にお答えをさせ

ていただきます。

　まず、ホームページのアクセス数の問

題でございます。実は年々増加しており

まして、目標に掲げました１０年先の３

５万件、これが果たして多いのか少ない

のか、インターネット環境についての将

来像はなかなか想像しがたいんですけれ

ども、確実にふえていくだろうと見込ん

でおります。

　ただ、この３５万件がどうかというと

ちょっと自信は持てませんが、クリアで

きる数字だというふうに認識をしており

ます。特に、委員ご指摘のように本田選

手の活躍ですとか、緊急雇用、職員採用

の募集の際は、四、五万件一気に上がり

ましたので、こういう話題性のあるトピッ

クスがあれば一気に上がるんですけども、

我々が望むのはそういう一時的な伸びよ

りも基礎的な数字を伸ばしたい、やはり

市民の方が窓口へ来られて説明を聞くと

か、手続を聞くとかいうんじゃなくて、

ホームページで事前に調べるというよう

な環境がどんどん進みつつあるのかなと

思っております。そうした方に利便性の

よい情報提供できるようなホームページ

の構成にしていきたいと考えております。

　それから、ホームページの中で携帯サ

イトの利用があるわけですけども、これ

も以前委員がご指摘されました。ちょっ

と不安定な部分もあるのではないかとい

うご指摘ですけども、確かに不安定な部

分と内容の充実面からいうと、ちょっと

寂しい限りだと。他人事のように言って

おりますけども、実はこの携帯サイトの

つくり込みにつきましては、担当課が携

帯用に圧縮した情報を掲載するというつ

くりになっておりますけれども、なかな

かその意識が浸透しておりませんで、お

知らせ件数が今現在２件とかイベントが

４件、講座が７件といった寂しい状況に

なっております。ホームページのトップ

ページでは今２５件のお知らせが常時出

てるわけですけども、これと比べても少

ないというふうな認識はしております。

内容を充実させるに当たりましては、こ

れから担当各課にですね、技術的な研修、

サポートをしていきたいというふうに考

えております。

　それから、スマートフォンの話が出ま

したけれども、着実に普及は進むと思っ

ておりまして、そうなれば携帯サイトの

利用はますます減ってくるんではないか、

どこかで見切りをつけてはどうかという

ことですけども、今、充実を図りたいと

言ったところなんで、今すぐやめるわけ

にいきませんので、もう少し様子を見守

りながら一本化していきたいというふう

に考えております。
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○三好義治委員長　柳瀬課長。

○柳瀬情報政策課長　まず最初に、フリー

ソフトを利用したコスト削減についてで

ございますが、恐らくオープンオフィス

といわれるソフトについてのご質問かと

思いますので、そちらについてご答弁を

させていただきます。

　現在我々のパソコンでは、ほぼすべて

エクセルやワードなどのマイクロソフト

社製のソフトウエアを使っておりますが、

このソフトウエアはパソコン１台当たり

約数万円しますことから、パソコンの入

れかえ時など多大な費用が発生しており

ます。それに伴いまして、自治体や民間

企業ではこれらのソフトウエアからほか

の安価なソフトウエアへの移行を検討し

つつあるのが現状でございます。その中

で現在有力視されていますのが、委員ご

指摘のオープンオフィスといわれるソフ

トでございます。これは、マイクロソフ

ト社製のソフトと高い互換性があり、ま

ただれもが無料で使用できますことから、

このソフトを導入する自治体、民間企業

の導入事例が非常にふえております。委

員がご指摘のとおり、箕面市では小･中

学校の教員５００名に対して１人１台の

オープンオフィスパソコンを配付してお

ります。また、山形県や福島県、北海道

等でも行政事務にこれらのソフトウエア

取り入れてコスト削減を図るなどの導入

事例が数多く報告されております。しか

しながら、このソフトウエアは一企業が

開発してるのではなく、ボランティアが

開発しております。そのため、不具合発

生時のサポートや将来的な継続性は今の

ところ不明であり、また主にアメリカで

開発されていることから日本語のサポー

トに問題があること、また均等割りつけ

などの日本の文書作成文化にそぐわない

部分がまだ現時点では多々あります。そ

れらにより、本市の見解といたしまして

は、現時点ではオープンオフィスですべ

ての業務を行うことは難しく、また先の

導入団体においてもマイクロソフト社製

のソフトと並行して業務を行うなど、業

務効率という点におきましても、まだ実

用的ではないと判断しております。しか

しながら無料で使えますことから、導入

コストがほぼ不要であるというメリット

は非常に高いと思います。今後継続して

オープンオフィス等の情報収集を行いま

して、次期ソフトウエア導入時にコスト

削減の観点からそれらの選択も可能とい

たしますよう検討してまいりたいと思い

ます。

　続きまして、シンクライアントの本市

における現状につきましてでございます。

シンクライアントでございますが、シン

クライアントパソコンは通常のパソコン

と違いまして本体内部にデータを持たな

い、またデータの盗聴ができないなど、

通常のパソコンと比較しましてセキュリ

ティ性が非常に高いものでございます。

そのかわり、通常のパソコンと比較して

導入コストが１．５から２倍程度のもの

になっております。また、動作するソフ

トウエアにつきましても制約があり、す

べてのソフトウエアが動作するわけでは

ございません。本市では平成２０年４月

にオープンシステムを導入しまして、そ

ちらで使用しております約１２０台の端

末をすべてシンクライアントとしており

ます。住民記録、税、保険など非常に高

いセキュリティ性を要求されるネットワー

クにはシンクライアント端末を、またイ

ンターネットやさまざまなソフトウエア

を稼働させる可能性のある情報系の端末

には、汎用的に使用できますカード認証

型の端末、これらをそれぞれの目的、用

途、また必要とされるセキュリティ性に
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応じて適切な機器を選定し、導入してお

ります。

○三好義治委員長　牛渡課長。

○牛渡女性政策課長　それでは、新たな

男女共同参画計画の策定に向けたタイム

テーブルとのご質問にご答弁をさせてい

ただきます。

　男女共同参画施策の推進につきまして、

広く市民からご意見をいただく場として、

女性政策推進市民懇話会がございます。

この委員の任期が本年１２月１６日まで

となっておりますことから、平成２３年

度には課題別に、あるいは計画全体につ

きまして５回程度ご意見交換の場を設け

まして、１２月初旬には男女共同参画計

画第３期の策定に向けた提言書という形

で、女性政策推進本部長であります市長

に提言書のご提出をいただきたいと考え

ております。この間並行して計画策定作

業に着手することになりますが、事務局

で計画の素案をつくり、庁内組織であり

ます幹事会、推進本部会議に諮りながら

年明けパブリックコメントを経て、年度

内の策定を目指してまいりたいと考えて

おります。

○三好義治委員長　野村課長。

○野村納税課長　それでは、納税課に係

るご質問にお答えさせていただきます。

　納付書払いから口座振替、コンビニ収

納と、収納方法を拡大してきての効果と

いうことでございますが、納付書払いに

つきましては、当初コンビニ導入する前

では市の指定金融機関あるいは郵便局と

いうことで、銀行の場合でしたら平日の

午後３時まで、郵便局でしたら午後４時

までという限られた時間に税の納付をお

願いしないといけないということで、お

仕事等されてる方にとっては、忙しい中

時間をつくって納付してもらわないとい

けないような状況でした。それが口座振

替が出てきたことによって、口座振替の

申し込みというのは一度お願いしないと

いけないんですが、申し込んでいただく

とそれ以後は自動的に税金のほうを引き

落としさせてもらって収納させていただ

くということでは、納め忘れというのは

防止できるのかなあという形になってき

ております。そして今年度、軽自動車か

らですが、実施させてもらったコンビニ

収納につきましては、先ほどのご質問で

もございましたが、納付書でお支払いい

ただくいう点では金融機関と変わらない

んですが、土曜、日曜や時間の制限なく

おさめてもらうことができるということ

と、コンビニエンスストアも摂津市のみ

ならず、全国で店舗も結構ありますので

いろんなとこで納付が可能になるという

形でそのあたりではサービスが向上でき

ているのかなあと思います。

　件数とかにつきましては、先ほどと一

部ダブりますが、軽自動車税で当初の納

付書が約２万４，０００件に対してコン

ビニを利用されたのが７，５００件ほど

ということで３１％の利用があったと。

まあ軽自動車税ですので、納付書発送さ

せていただいて５月末の納期まで１か月

弱の期間でございますけども、その間で

土、日が８回あったわけですが、その土、

日を利用されて納付されてる方が約２，

０００件２８％ほどの利用がございまし

た。これは納税義務者の年齢で見ますと、

５０歳未満の方のご利用が全体の７０％

ぐらいあったかなというようなところで

ございます。

○三好義治委員長　豊田局次長。

○豊田選挙管理委員会事務局局次長　ま

ず複数の選挙区に係るもの、同一年度で

あれば一括して契約すればとの、従前ご

指摘をいただいた件なんですけども、こ

れにつきましていろいろと検討してきま
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したが、現在できておらない状況でござ

います。といいますのは、例えばポスター

掲示場のように直近にならないと区画数

が確定できないということとか、また投

票所の物品など運搬についても委託契約

しているわけなんですけども、投票所の

ほうが工事等々で一時的に使えなくなり、

搬送物品数が変わってしまうというふう

なことがいろいろとございまして、なか

なか直前にならないと数のほうが確定で

きないということで、なかなか入札とか

見積もり合わせ等々、こういうのができ

ないということが１点ございます。

　また、選挙特有の業務については、特

命で業者を選定させていただいて契約さ

せていただいているということもあって、

なかなかできない状況でございます。選

挙管理委員会事務局としましても選挙を

執行するに当たりましては、いろいろな

方策につきまして検討させていただきま

して、今後につきましても経費の節減に

努めさせていただきたいと考えておると

ころでございます。

　続きまして、４月１日機構改革がある

ということで、選挙の事務についてどの

ように引き継いでいくかとのご質問につ

いてご答弁申し上げます。

　選挙を執行する上で必要なことは、人

と場所と物、これが大切な３本柱で、こ

の準備が一番重要なことと考えておりま

す。特に人と場所については必ず必要な

ことということで、関係ある方々につい

て依頼をしております。その依頼に当た

りましては、今現在文書で行っており、

それに沿って依頼事務を進めていただけ

れば、この点については大丈夫であると

考えております。

　それと、同時に今回の選挙については

４月１日が立候補の届け出、４月１０日

が投開票という日程でございますので、

投開票が終了するまでは、６階の総合行

政委員会事務局のほうに本部機能を置い

て執行させていただき、その中で総務課

と連携を取り合いながら実務上のポイン

トについては伝えていきたいと考えてお

ります。また選挙管理委員会事務局は、

当然のことながら選挙管理委員会の決定

に基づき執行していくことになっており

ますので、選挙管理委員会の委員の考え

については、しっかり引き継いでいかな

ければならないと考えておるところでご

ざいます。

○三好義治委員長　明原参事。

○明原消防本部総務課参事　それでは、

新規採用職員が早期退職に至りました経

過につきまして、お答え申し上げます。

　平成２２年１０月１日、女性２名、男

性６名、計８名の新規職員を採用いたし

ました。早期退職いたしましたのは、こ

のうち１名の女性職員でございます。退

職理由といたしましては、健康上の理由

で、本人からの依願によるものでござい

ます。この職員は、平成２２年１０月５

日に大阪府立消防学校初任教育に入校し、

平成２３年３月末に修業予定でございま

した。経過といたしましては、平成２２

年１０月半ばに発症いたしまして、以後、

座学の授業は受講しておりましたが、実

科訓練はすべて見学となっていたもので

ございます。その間、受診し治療に当たっ

ておりましたが、実科訓練ができるまで

には至らずに自身の身体的状況と消防学

校の履修状況をかんがみて、この２月２

８日付で依願退職したものでございます。

○三好義治委員長　森課長。

○森予防課長　市民の皆様の住宅用火災

警報器の認知度と設置状況の把握につい

て、ご答弁申し上げます。

　平成２２年度に実施いたしました自主

防災訓練のアンケートの調査結果により
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ますと総回答数１，０４７件のうち、既

に設置していると答えられた方々が４８

１件、率にしますと４５．９４％となり

ます。知っていたと答えられた方が４８

３件、率にしますと４６．１％でござい

ました。認知度につきましては、９６４

件と９２％と非常に高い数値となってお

りますが、防災訓練に参加された防災意

識の高い方々が対象ですので、このよう

な高い数値になったと認識しております。

　設置率につきましては、これまでさま

ざまな啓発活動を実施した結果でありま

すが、この結果を把握するために２月１

日から市内の抽出した地域において戸別

訪問実施いたしております。設置率を把

握するとともに、留守宅にあっては設置

啓発チラシを配付することなどをしてお

ります。なお、戸別訪問につきましては

順次エリアを拡大して、今後も継続して

実施することにより、設置率の向上に努

めてまいります。

○三好義治委員長　堤参事。

○堤警備第２課参事　救急隊員の健康管

理について、ご答弁申し上げます。

　大前提としまして、救急隊員は自己の

健康管理ができないと傷病者の管理も行

えません。また、救急活動は火災現場に

比べますと疲労度は少なく、日ごろから

の健康管理は消防人として当然のことで

あると考えております。

　救急隊員の編成につきましては、前々

日の当務に決定します。丸一日非番、非

番日がありますが、朝は出勤しまして、

自己申告によります体調不良、また、救

急隊長からの申告によりまして、隊編成

を変更する場合もございます。救急出動

時につきましては、隊長が隊員の管理を

行い、連続して救急出動している場合に

つきましては、隊の入れ替えを行うなど

して隊員の疲労度を軽減しております。

我々救急隊員は市民の安心・安全のため

に日々訓練を積み重ね、健康管理に努め

ております。

○三好義治委員長　布川参事。

○布川総務部参事　それでは、庁内の危

機管理体制につきまして、ご答弁申し上

げます。

　一昨年の新型インフルエンザ発生時に

対応いたしましたように、庁内では危機

管理に対しまして、常に連絡をとりなが

ら情報を共有し、横の連携を密にして状

況において対策会議や対策本部などを設

置しております。本市の防災業務は、総

務業務とあわせまして総務防災課が担当

しており、危機管理室といった専門部署

や危機管理官といった専門職の配置はし

ておりませんが、今後とも各部署の連携

を強め、各種の危機に対応してまいりま

す。

○三好義治委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　まず、人事制度につい

てであります。平成１９年度の見直しに

伴って、在職年数また年齢制限等を変更

したということでありました。企業もそ

うですが、高校卒業、あるいは短大卒業、

大学卒業というそれぞれの段階で入庁さ

れた場合、もうそのスタートの段階に４

歳なり２歳なりの差があります。先ほど

のお話の在職８年の３０歳や在職３年３

０歳でもその入庁時の年齢によっては、

かなり開きが出てくると考えられます。

　例えば、国の省庁から自治体に出向さ

れる方々であれば３０歳程度で部長級の

職につかれ、議会で答弁等されるケース

もあります。これ高槻や池田等でありま

したが。それらを考えると、この年齢制

限等の現在の制約について、ひとつ検討

すべき時期に来ているのじゃないかとい

うふうに思うんですけれども、いかがで

しょうか。
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　次に法制文書であります。かなり分掌

が広がるけれども、現在の職員を踏まえ

て課長代理級が管理職となるというのも

あるので、大丈夫であるというお話であ

りました。今後しかし、先ほどの選挙管

理委員会が移るという話もあわせまして、

法務能力の向上とあわせ、なかなか先ほ

どの野口委員のお話にもありましたが、

人員の６６０名体制をにらんだときに事

務の変化、複雑多様化に対応していくの

か気になるところではあります。これに

ついては、毎年度さまざまな見直しをさ

れていることと存じておりますので、今

後ともその方向性でお互いのプラスにな

る取り組みで動いていただけるように要

望しておきます。

　次に、秘書課広報であります。ホーム

ページについて、また携帯サイトについ

てもご答弁をいただきました。携帯サイ

トにつきましては、なかなか難しいとい

うのは重々承知をしております。このア

クセス数についてもしっかりと現状を把

握された上で一定の見通しを立てたとい

うことでありました。恐らく今後、南千

里丘の開発、また吹田操車場跡地もあり

ますので、アクセス数は恐らく伸びてい

くであろうという予測は私も持っており

ます。

　しかしそこでさらに一つ、今度新幹線

公園のところの桜並木を桜堤に整理する

という計画もあります。そこにぜひセッ

ピィを活用して、その新幹線公園の桜並

木をセッピィが歩く姿を動画で撮影して、

それにナレーションをつけて動画サイト

に投稿するであるとか、またそのセッピィ

が短文投稿サイト等ですね、まずはＳＮ

Ｓでアカウントを取得してセッピィがつ

ぶやくと、そういういろんな取り組みも

できようかと思います。これ自体は、ま

あ手間はかかりますがお金自体はかかり

ません。そういうのもホームページのア

クセス数とあわせて一つのある意味、摂

津の発信にも資するものと考えますがい

かがでしょうか。

　次に、情報政策についてであります。

フリーソフト、オープンオフィスについ

て現状認識と他の自治体の状況、またそ

の開発の由来と日本での適合性について

ご答弁をいただきました。まだ実用的で

はないというご判断であります。私もす

ぐにこれをどうこうというわけではなく、

かつて、また後ほど話しますが、クラウ

ドについて言及したときもそうですが、

新しいものが出てくるときにはすぐに取

り組むのも重要だけれども、一定時間置

いて、その精度をしっかり把握した上で

取り組むのが一番よいという考えがあり

ます。ですので、現在の答弁でその方向

性のとおりに取り組んでいただければと、

これは要望としておきます。

　セキュリティについてですが、そのシ

ンクライアントは既に本市でも取り組ん

でいると。一部のものについてはそのシ

ンクライアント導入して、そうでないも

のと並行して使用しているとご答弁であ

りました。このセキュリティに関連しま

して昨年の１２月ですが、奈良県の中和

地域が基幹業務を、まあ本市はオープン

システムでされましたが、この基幹業務

をクラウド化したというニュースもあり

ました。向こうはもともと消防等で広域

行政が確立されておった地域とも承知を

しておるんですが、今後のクラウドの見

通しについて、担当課のご所見をお伺い

したいと思います。

　次に、女性政策であります。プランの

策定につきまして市民懇話会の動き、ま

た市長への提言書の提出、幹事会等さま

ざまな手続きがあるということをお示し

くださいました。そのプラン自体は制定
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するということで重要ですけれども、そ

のプランを実行する中で、現状にどうやっ

て対応していくかというものも一つ重要

になってまいります。先ほどの野口委員

の話にも若干重複します。また、子育て

支援というテーマとも重複するんですが、

ある病院でお子さん連れのお母さんが非

常に疲れた様子で泣いてる子どもを構う

こともできない様子であったということ

を知り合いから聞きました。これはどう

いう経緯でその方が摂津市に来られたの

かわかりませんが、今後南千里丘等でマ

ンションの入居が始まって新しいまちが

できるというところで、そういった女性

特有と言っていいかはどうかあいまいで

すけれども、現状が発生するとも思われ

ます。市政運営の基本方針には、市民活

動団体との協働ということも書いており

ましたので、女性政策という枠にとらわ

れず、現在先ほどのお話にもありました

が、コミュニティプラザに入居されて市

民活動支援課とシルバー人材センター、

また隣には保健センターという環境にあ

るところで幅広い活動が求められている

と思います。この点について、担当課と

してはどのようにお考えかお伺いしたい

と思います。

　次に、納税課です。これまでの納付方

法の多様化についてご説明をいただきま

した。口座振替はその手間が省けて、さ

らにコンビニ収納で、いわばどこでもい

つでもという納付スタイルができ上がっ

たのだというふうに感じます。２万４，

０００件中の７，５００件ということで

ありますので、まあ一定の結果が出てる

のかなというふうに感じます。ここで一

つ、クレジットカード納付というのもあ

るんですけれども、この点について私は

一抹の不安というか違和感を覚えるんで

すが、担当課としてクレジットカード納

付についてはどうお考えかお伺いしたい

と思います。

　選挙管理委員会です。府議選、知事選

の同年度の一括契約はできないというこ

とで、いろいろ諸条件があるということ

でございました。何が何でもそうしなけ

ればならないという話でもございません

ので、それであればそれを了としまして、

今後の経費節減等につなげていっていた

だければと。投票場所の問題もあります

ので、その辺も踏まえながら取り組んで

いただきたいと思います。同じく、法制

文書と同じように総務課となりますけれ

ども、恐らくいろいろと混乱は生じよう

かと思います。もうここで私が指摘する

までもなく、いろんなシミュレーション

を法制文書も選挙管理委員会も立てられ

ているというふうには思いますが、どう

いったきっかけでハインリッヒの法則と

もありますが、ミスが起こるとも限りま

せんので、その辺しっかりと取り組んで

いただきたいと要望しておきます。

　消防についてであります。まず、新人

職員の退職についてご説明をいただきま

した。この退職について是とか非とかそ

ういう話ではありませんで、病気がある

ならばそれは仕方がないというふうに思

います。代表質問において我が会派の渡

辺議員とのやりとりでもありましたが、

やはりどういった事象が発生するかわか

らないという段階を踏まえると消防職員

と消防団員と、そして自主防災組織とが

有機的な連携をしっかり図ることができ

て、またそれぞれのレベルアップ、スキ

ルアップがよりこれから重要になってく

ると思います。この点について広域化も

あり、なかなか難しいとは思うんですけ

れども、今お考えがあればお伺いしたい

と思います。

　そして、救急隊員の安全管理等につい
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てご答弁をいただきました。隊長が判断

されるということが主なものと受けとめ

ます。代表質問でご答弁がありましたが、

救急車がとまって、長い間搬送先が決ま

らないというような事例がありました。

最長が１７０分という事例だったかと思

いますが、今のその救急車の使用を考え

ますと、さまざまな疾病等あるいは負傷

等の要因が考えられますが、そういった

のが加味されてこういう結果が出ている

のでしょうか。最近のその特殊な事案と

いうのが影響しているのであれば、その

辺をお示しいただきたいと思います。

　そして最後に、総務防災であります。

新型インフルエンザを契機にしっかりと

連携したスタイルを取っているというこ

とでありました。あのとき素早く検討会

を立ち上げられたことは承知しておりま

す。人員が少ない中でこの危機管理室等

を云々というのもなかなか難しいとは思

うんですけれども、やはり今の何が起こ

るかわからんという世の中からすると、

さまざまな部署と、より一層定期的な意

思疎通があったほうがいいのか、という

ふうに思います。この点について、例え

ば庁内のメールであるとかそういった形

でネットワークを図ることができないの

か、改めてお伺いしたいと思います。

○三好義治委員長　それでは、石原課長。

○石原人事課長　昇任試験の年齢制限等

資格要件等につきまして、検討する時期

に来てるのではないかというご質問であ

りました。今現在、職員につきましても

団塊世代の大量退職に伴いまして若手の

職員の育成というものが喫緊の課題となっ

ております。人材の育成の観点というこ

とからも、それぞれの職階に求められる

能力等を含めまして、それぞれの昇任試

験においてどのような試験内容がいいの

か、どういうふうなものがいいのかとい

うのをいま一度、他市の状況等も参考に

しながら昇任試験全体について調査研究

をしていきたいと考えております。

○三好義治委員長　井口参事。

○井口市長公室参事　それでは、ホーム

ページの発信手段としての動画の採用は

どうかというお問いでございます。

　確かに動画は興味が持てておもしろく

て、なかなか今はやりといいますか、ユー

チューブなんかはかなり伸びてるように

認識をしております。ただ、アクセス数

を伸ばす意味でそういう動画の導入も検

討していきたいなとは思うんですけれど

も、ただここで一つ注意しておかないと

いけないのは、ユーザー登録は確かに無

料でございますが、各課が発信するもの

ですから各課が自由自在に投稿するとい

うことは避けなければならないと。やは

り投稿に際して、市としての一定の基準

なりルールづくりが必要ではないかなと

思っております。個人情報につながる流

出ですとかプライバシーの問題、これを

ですね、セキュリティの問題も含めまし

て気をつけていかないといけない。です

から、今後は動画を導入する方向で一定

のルールづくりに取り組んでいきたいと

いうふうに考えております。

○三好義治委員長　柳瀬課長。

○柳瀬情報政策課長　クラウドコンピュー

ターについてご答弁させていただきます。

　住民情報システムなどの自治体クラウ

ドを導入するという団体が最近ふえてお

ります。委員ご指摘の奈良県でもござい

ますし、あと福岡県内で３町、神奈川県

内で１４町村がクラウドコンピューター

の共同利用を行っております。私この自

治体クラウドのメリットというのは、複

数の自治体が同一システムをクラウドコ

ンピューターで利用することによる、い

わゆる割り勘効果によるコスト削減が主
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なものかと思っております。先ほどの奈

良県の試算では、共同運用で５０％のコ

スト削減が見込まれるという試算もして

おります。しかしながらそれをするに当

たっては、やはりその自治体間の業務の

共通化、つまり業務プロセスの統一です

ね、そちらのほうが非常に重要になると

思います。それぞれの自治体で違う業務

を行っていたら、結局はそれぞれ個別の

システムを入れてしまうということにな

り、やはり割り勘効果が薄れてしまうの

かなというふうに思っております。先ほ

ど申し上げたような事例の自治体はやは

り地域性であったり、あと文化圏の問題、

もしくはその自治体の規模、日々の異動

数など非常に導入しやすいような条件が

そろっていたのではないかなと思います。

本市に当てはめますと、やはり規模が大

きいということと、異動が大きいという

ことで、業務についても非常に特殊なも

の、特殊ではないんですがレアケースを

選択しないといけない部分が多くござい

まして、現時点といたしまして、そのク

ラウドが導入できるかというと、一つ疑

問なところがございます。

　しかしながら、自治体クラウドに関し

ましては、平成２２年５月に総務省から、

Ⅱいわゆる原口ビジョン　というのがござ

いまして、そちらのほうで自治体クラウ

ド導入の効果とその必要性が明記されて

おりまして、国と自治体が連携して積極

的に取り組むよう宣言されております。

それを受けまして、今後につきましては

そういった住民情報システムはすべてク

ラウド化され、本市におきましても平成

２０年に導入しておりますが、次期シス

テムにおきましては、ほぼクラウドを選

択する状況になっていると思われます。

今後は継続して業界の動向や他市の状況

を情報収集させていただきまして、最少

の経費で最大の効果の上がる、クラウド

化を視野に入れた住民情報システムの導

入を検討してまいりたいと考えておりま

す。

○三好義治委員長　牛渡課長。

○牛渡女性政策課長　男女共同参画計画

を推進するためのいわば実働部隊として、

男女共同参画センターがあるというふう

に考えておりますので、現状の施設状況

の中で感じていることを踏まえまして、

平成２３年度の取り組みとして考えてお

りますことを述べさせていただきたいと

思います。

　先ほど、川端委員、また野口委員のご

質問にも触れておりますけれども、男女

共同参画センターが複合館の中に移転し

まして、認知度の向上を図るためにも、

いかに多くの市民の方にご来館いただけ

るかということが大きな課題であり、定

期的に事業を実施し、センター利用者の

定着に努める必要があると考えておりま

す。移転後、数か月の様子を見ましたと

ころ、小さな赤ちゃんをベビーカーに乗

せてお見えになるお母さんのお姿や、あ

るいはおじいちゃん、おばあちゃんがお

孫さんの手を引いて絵本を借りに来られ

る、そういった姿を多く目にしておりま

す。

　また、阪急摂津市駅前に大型マンショ

ンが開発されまして、新たな市民の皆様

が定住をされますので、この機会を一つ

の好機というふうにとらえまして、まず

は平成２３年度については、親子で集え

る場づくりを提案してまいりたいという

ふうに考えております。

　また、先ほど委員のご質問の中に複合

館ならではの施設間連携というご意見が

あったかと思いますけれども、現在コミュ

ニティプラザについては貸し館施設とし

て運用されておりますので、不特定多数
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の市民が集うということにはなかなか至っ

ていないようにも思いますので、こういっ

た点を考える中で、例えば共通のイベン

ト等を通じて互いの施設が連携をし合い、

にぎわいを創出するといった工夫も必要

かというふうに思っておりますので、今

後施設間の連絡会議等で検討させていた

だきたいというふうに思います。

○三好義治委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　人事制度改革、試

験制度に関して、少し答弁をさせていた

だきます。委員のほうから年齢、経験年

数等々でそういう一定の基準を設けるの

はどうかというようなご質問でございま

した。

　短期的な取り組みとしましては、先ほ

ど石原課長のほうから答弁があったと思

います。中長期的な課題といたしまして、

やはり職員、日ごろの仕事の中身により

人事考課というのも導入もいたしており

ます。その辺の中身を見た上で、将来的

には昇級の格差をつけていかなければい

けないような時代も来ると思っておりま

す。そのような時代が来たときには年齢

ということをとらえるのじゃなく、日ご

ろの人事考課を一定の判断をして、それ

によってある基準を設けて試験制度の基

準とするということも出てこようかと思

います。長期的にはそのような関係で年

齢を一つの物差しにするのじゃなく、そ

ういう給料表のあるポイントを一つの物

差しにするというような考え方も出てく

るのかなというふうに考えております。

　それと、先ほど委員のほうから子育て

中のお母さん等々、不安な方がいらっしゃ

ると、そのような場合にということの対

応でございますが、やはり職員として公

共施設内で来庁者の方が来られたときに

その方の何かを気づくと、その気づいた

ときに次の職員にですね、まあコミュニ

ティプラザでございましたら横に保健セ

ンター、保健師さんがいらっしゃいます。

庁舎においてもこども育成課であったり、

お年寄りにおかれては地域福祉課がござ

います。そういう気づきというのが大切

ではないかというような趣旨のご質問か

と思いますので、その辺は人材育成の中

で今後取り組んでまいりたいというふう

に考えてございます。

○三好義治委員長　野村課長。

○野村納税課長　それでは、クレジット

カード納付についての考え方というお問

いについてお答えさせていただきます。

　クレジットカードにおいても、現在市

税を納付するいうことが地方税法のほう

でも可能になってきておりますので、実

施されている自治体もございます。クレ

ジットカード納付については、方法とし

ては今の口座振替のように当初で申し込

まれてそのカード名義からですね、口座

振替のように毎月落とすというようなや

り方と、あと、店にもある一般的な買い

物をしてカードリーダーを通して決済を

行うというそういうやり方もあるという

ふうに伺ってます。

　それともう一つ、インターネット環境

を使ってのクレジットカードで決済とい

うのも伺っております。カードリーダー

を通すタイプについてはその端末の購入

であるとか、いろいろ経費的な面でかな

りかかるというふうなことも伺っており

ます。という中で今一般的にというか、

導入されているところで多いのは、３番

目に申しましたインターネット環境を通

じてのカード決済をされているのがまあ

多いのかなあと。この場合について当然、

手数料というのが発生するわけですが、

このあたりがまだ全国的には整理されて

いなくて、自治体で手数料を負担してい

るところもあれば、一定額までは自治体
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で負担すると、残りの部分については申

し込まれたご本人さんの負担であったり、

また、手数料自体も全額カードを利用さ

れている方の負担というような形で、さ

まざまな今状況になっておろうかと思い

ますので、そのあたりも今後、状況を見

ながら当然導入するとなった場合の費用

対効果等々もございますので、本市とし

ては今すぐということではなくて、しば

らくそのカード納付の動きというのを見

ていきたいと思っております。

○三好義治委員長　熊野課長。

○熊野消防本部総務課課長　それでは、

消防職員、団員のスキルアップと自主防

災組織等のつながりにつきまして、お答

えさせていただきます。

　消防職員につきましては、特に近年団

塊の世代が退職をいたしまして、新規採

用者がふえております。近年火災現場が

少なくなっておりますが、従前のように

現場経験を踏まえて消防技術や知識を習

得するという方法では不十分でございま

す。日常の訓練を繰り返し実施し、若い

職員と一致力を合わせて訓練を行い、そ

れとまた消防学校等では研修などを積み

重ねまして、消防職員のスキルアップを

しているところでございます。消防団員

につきましては、各分団等で独自の訓練、

またベテラン団員の技術を後輩に伝承す

る工夫をしていただいてるところですが、

消防団本部が主催する消防団員訓練では、

消防職員が指導員となって放水訓練、規

律訓練、資機材の基本操作訓練を各消防

団員のキャリアや技術レベルに応じて実

施しております。

　また、ご承知のとおり毎年各小学校区

等では、自主防災訓練を実施しておりま

す。消防職員も参加し、消防団員も地域

の防災リーダーとして消防技術を地域の

自主防災組織の方々や、地域の住民の方々

に伝えるため指導に当たっております。

具体的には初期防災資機材の取り扱い指

導、消火器取り扱い指導、ＡＥＤを含む

応急処置の指導、煙の中での避難方法の

指導などを行っております。このように

消防職員、消防団員、自主防災組織といっ

たつながりの中での活動によりまして住

民レベルの防災力が高まり、総合的に地

域防災力が底上げされるものと考えてい

るところでございます。

○三好義治委員長　堤参事。

○堤警備第２課参事　特異な救急出動に

ついてお答えいたします。

　まず初めに、平成２２年の救急概況で

すが出動件数は３，９６４件、前年比１

７１件増、搬送人員は３，６８１人、前

年比１５５人増でありました。３年連続

減少していました救急件数が平成２２年

は一転増加に転じました。その中でも特

異な救急事案についてですが、本会議で

消防長が答弁いたしました搬送先医療機

関決定までに１７０分を要した受け入れ

医療機関選定困難事案がありました。こ

の事案は、内容ですが、警察署で保護さ

れていた酩酊者が足の痛みを訴えたため

による救急要請で、緊急性がなく酩酊し

ていたこともあり、受け入れ医療機関の

選定に苦慮した事案でありました。受け

入れ医療機関選定困難事案は、酩酊者の

一般負傷で付添者がいない場合や、深夜

帯での精神科領域など受け入れ医療機関

の選定に時間を要する場合が多く、苦慮

する事案でもありますが、課長からもご

答弁いたしましたが、今後も市の保健福

祉部、医師会とも連携を取りまして、解

決に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○三好義治委員長　布川参事。

○布川総務部参事　それでは、情報の共

有についてご答弁させていただきます。
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　先ほどもご答弁させていただきました

が、インフルエンザのときと同じような

形になりますが、緊急時に際しましては

臨時部長会を開催しておりますし、また

今後もしていくことになります。また、

緊急を要する部分では、現在でも台風の

接近等の部分に関しましては、庁内放送

をかけております。それと状況に応じま

して、必要に応じてということになりま

すが、関係部署にそれぞれ必要な情報を

メール等で連絡して共有しております。

　今、情報が入りましたので、先ほどの

地震のご報告をさせていただきます。　

　東北地方に１０メートルの津波が発生

し、相当な被害が発生しているというこ

とです。和歌山県田辺市に２万人の避難

民が出てるということです。それから摂

津市内、市役所も含めて被害報告はござ

いません。それと先ほどの揺れを感じた

分でございますが、市役所では１４時５

０分、震度３を記録しております。

○三好義治委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　非常に前向きな答弁を

多々いただきまして、感謝申し上げます。

　まず、人事制度についてですけれども、

まあいろいろと改革を進めていくという

ふうに受けとめました。一つ、気づきと

いう点に触れられたかと思うんですけれ

ども、これは今ビジネスを初めとするさ

まざまな分野で重要視されているフレー

ズでありまして、そこから自分の将来像

を設計していくか、現状の自分がどうで

あるのかを把握するという点で非常に効

果的な行動であります。

　今、本でよく有名になっている経営学

の神様といわれるドラッガーという人が、

かつて「人は資産である」という言葉を

残しております。我が国でもよく「人は

石垣、人は城」という表現もありますよ

うに、人事についてはもう既に前向きな

ご答弁もいただいておりますけれども、

ドラスティックな見直しを絶えずしていっ

て、まさに能力が評価され、それが自分

に反映してくるような制度が一番望まれ

てくると、そのやる気が報われる制度で

あれば。以前、私は企画部門の創設等も

申し上げたことがありますけれども、ま

あ今回年齢制限、またその他の改革につ

いても前向きな評価をいただいておりま

す。ぜひともこれを若手職員を中心に士

気を鼓舞するように伝えていっていただ

きたいというふうにお願いをいたします。

　次に、広報ホームページの広報部門で

すけれども、動画の導入について、まあ

その導入の方向でルールづくりを検討す

るというご答弁をいただきました。やは

りこれも非常に前向きなものであると感

謝を申し上げます。さまざまな制約を設

定していくのは必要なことでありますの

で、決して急ぐこともなく適切な業務の

中で対応できるように、この動画の導入

を初めとする広報力のさらなる強化に取

り組んでいただきたいと思います。

　情報政策ではクラウドについて福岡県

や神奈川県の例をご紹介いただきました。

恐らくこれからの次の更新では、本市等

の自治体でも導入を検討していくことに

なるであろうというご答弁でありました。

恐らくそうなるということが判明したな

らば、やはりこの方向のもとでどういっ

たスキルアップが必要になってくるのか

をあわせて検討していただきたいと思い

ます。市民のニーズに的確にこたえるよ

うな組織づくりにつながればそれが最良

でありますので、よろしくお願いをいた

します。

　女性政策から、親子で集える場所づく

りというフレーズがありました。まさに

今求められているのは、この居場所づく

りというところにあると私は思っていま
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す。これから摂津市も人口がふえるとい

うふうに確信をしますので、新しく摂津

市に来られる人が、さらに摂津市に住み

続けていただける環境づくりを一体となっ

て進めていただきますよう、よろしくお

願いをいたします。

　クレジットカード納付につきましては

いろいろな課題があり、また導入してい

る自治体の中のご紹介もありました。こ

れについては、公金を納付することによっ

てポイントがつくと、また手数料が発生

するということが適切なのかなという気

がしましたので、一応確認をさせていた

だきました。これから国のほうでもさま

ざまな方針が出ると思いますので、それ

を十分に把握しながら、どう取り組んで

いくのかをご返答いただければと思いま

す。よろしくお願いします。

　消防につきましては各職員・団員、自

主防災組織が地域防災力の向上という大

きな命題のもとに努力を重ねているとい

うことをご答弁いただきました。先ほど

予防課におかれましては、各戸の火災警

報器の設置についてもそれぞれに確認を

されて、火災予防の啓発に取り組んでお

られるというお話も伺いました。隊員の

安全管理という面をスタートした中で、

受け入れ医療機関の困難な事案、また特

殊な事案等のご紹介もいただきましたが、

それが現在の状況であるならば、何とか

してそれに対応していかなければなりま

せん。壁に当たることもあると思います

けれども、それは先達の知識や技能、経

験を踏まえて一層の消防力の向上、救急

力、救命力の向上につなげていっていた

だきたいと思います。

　そして、今し方ご報告もいただきまし

たが、過日のニュージーランド地震を論

じるよりも先に我が国で大きな地震が発

生し、大きな津波も発生しております。

これを論題とすると不謹慎であることは

承知ですが、こうした大きな災害のとき

には先ほど申し上げた水道や環境センター、

教育委員会、さまざまな施設との連携が

必要不可欠であります。それは、復興・

復旧においても同じであります。ぜひプ

ロジェクトチームと言わずともそういっ

た情報の交換、共有を積極的に進めていっ

ていただきたいと思います。

　副市長は代表質問の答弁におきまして、

都市魅力や定住ということ、まあ本日来

のお話でもされております。また昨日の

民生では、選択と集中という点にも言及

をされております。この第４次総合計画

の中における協働というテーマからいた

しますと、行政・市民・事業者がそれぞ

れにこの都市魅力を向上させ、また定住

につながる努力を重ねていく必要がある

と思いますし、行政にはより高いレベル

でそれを実行していく責務があります。

　本日、セッピィ等さまざまな議題で提

案をさせていただき、前向きなご答弁を

いただきました。企業立地等促進条例が

今議会に上程されておりますけれども、

これは取り様によっては減税ととらえる

こともできます。今、減税は大きなテー

マになりますが、しかしポピュリズムに

迎合した減税は逆効果になります。この

定住や定住につながるような政策的な課

題でこそ議論されるべきものと確信をし

ております。

　最後に、３月末をもって定年を迎えら

れる方々には長年のご苦労に対して感謝

を申し上げます。勤務最後のその日まで

摂津市の職員たる誇りをもって、引き続

き職務に精励をいただきたいと思います。

また跡を継がれる皆様には、先達を超え

るという心意気を新たにされることを大

いに期待して、質問を終わります。

○三好義治委員長　暫時休憩します。
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（午後４時２９分　休憩）

（午後４時３０分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会します。

（午後４時３１分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　総務常任委員長　　三　好　義　治

　総務常任委員　　上　村　高　義
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